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基安発 12 2 2 第 1号

平成 23年 12月 22 日

東京電力株式会社

取締役社長西津俊夫殿

東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策等の徹底について

東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)における緊急作業に係る安全衛生管

理対策については、平成 23年 5月 23日付け基安発 0523第 1号「福島第一原子力発電所にお

ける緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化についてJ(以下r0523通知Jという。)により通知し

ているところですが、平成23年 12月 16日に「東京電力福島第一原子力発電所・事故収束に向け

た道筋当面のロード、マップ」におけるステップ2が完了するとともに、平成23年 12月 16日付けで

「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障

害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令(厚生労働省令第 147号)Jが施行され、

被ばく限度を 250ミリシーベルトとした特例省令が一部の経過措置対象者を除き廃止されたところ

です。

ついては、貴社においては、引き続き、下記により発電所構内における放射線業務及び各種工

事に係る安全衛生管理対策を強化し、貴社における関係請負人を含めた放射線業務及び各種工

事に係る総合的な安全衛生管理対策に万全を期すよう求めます。

なお、本通知の内容について、発電所構内において放射線業務及び各種工事を行う事業者に

も周知願し、ます。

おって、 0523通知、平成23年6月 27日付け基安発 0627第 2号「東京電力福島第一原子力発

電所における関係請負人の管理状況の把握についてJ(以下r0627通知Jという。)、及び平成 23

年 11月 24日付け基安発 1124第 l号f東京電力福島第一原子力発電所の事故収束に向けた各

種工事における労働災害防止対策の徹底について」は、本通知をもって廃止します。
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労働者の安全と健康を確保するため、計画 実施 評価 改善のサイクノレによる安全衛生

管理に基づく安全管理、被ばく管理、健康管理等を徹底することが必要である。また、適切な安

全衛生管理体制の確立のためには、東京電力のみならず、東京電力から直接工事等を請け負う

事業者による安全衛生管理も必要不可欠であるほか、被ばく管理等の実施については、発電所

構内における放射線業務及び各種工事の実施主体である東京電力福島第一安定化センター

(以下「安定化センター」という。)、発電所施設の管理を実施している発電所、東京電力本庖(以

下「本庖Jという。)がそれぞれの役割を果たす必要がある。このため、東京電力の第一義的な責

任のもとに、本底、安定化センター、発電所及び元方事業者の実施事項を明確にした安全衛生

管理体制を構築する必要がある。

第2 対象

本通知は、発電所構内において実施する放射線業務及び各種工事を対象とする。

第3 安全衛生管理体制の確立

1東京電力として実施すべき事項

発電所構内における放射線業務及び各種工事に係る安全衛生管理については、労働安

全衛生法及び電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)に基づき各事業者に実施義

務があるが、放射線業務及び各種工事の実施において、東京電力が自ら行う作業について、

数次の請負契約のもとに複数の事業者の労働者が同ーの場所の作業場所で作業を行う場合、

安定化センターの長、発電所の長(以下「発電所長」とし、う。)は、関係誇負人が事業者として

実施する措置が的確に行われるよう同人を指導又は援助するとともに、放射線業務及び各種

工事全体の安全衛生管理が適切に行われるよう、以下の事項を実施すること。

(1)発電所における安全衛生統括者の選任等

発電所長は、発電所構内における放射線業務及び各種工事全体の安全衛生管理が適

切に行われるよう、本庖発電所責任者、安定化センターの長と協議のうえ、安全衛生統括者

を選任し、同人に以下の(3)から(6)に掲げる事項を実施させること。

(2)工事安全施工管理者の選任

発電所長は、原発各種工事の安全を担当する工事安全施工管理者を選任し、その者に

安全衛生統括者を補佐し、以下の(3)から(5)に掲げる事項のうち技術的事項を管理させるこ

と。また、発電所における各種工事の担当者を統括させ、特に危険な作業の実施の場合に

は、工事担当者による工事監理の際等に、工事監理及び被ばく管理に加え、現場における

安全確保措置についても必要な指導を実施させること。

なお、工事監理には、放射線管理部門、災害復旧担当部門だけでなく安全衛生管理部

門の担当者を積極的に関与させること。

(3) 関係、請負人における安全衛生管理の職務を行う者の選任等



関係誇負人に対し、安全衛生管理の職務を行う者を選任させ、次に掲げる事項を行わ

せること。

ア安全衛生統括者との連絡

イ以下の(4)から(6)までに掲げる事項のうち、当該関係請負人に係るものが円滑に行わ

れるようにするための安全衛生統括者との調整

ウ当該関係請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における

すべての関係請負人に対する作業聞の連絡及び調整

(4) 放射線業務及び各種工事を行うすべての関係請負人を含めた安全衛生協議組織の

開催等

アすべての関係請負人を含めた安全衛生協議組織を設置し、 1月以内ごとに1回、定

期に開催し、安全衛生統括者、工事安全施行管理者及び関係、請負人における安全衛

生管理の職務を行う者を参加させること。

イ安全衛生協議組織において協議すべき事項は、次のとおりとすること。

-本庄、安定化センター、発電所と関係請負人間の調整に関すること

・外部放射線量及び空気中の放射性物質の濃度に係る作業環境測定の実施及びそ

の結果に基づく作業上の注意事項K関すること

-個々の誇負関係を超えての近接工事実施の際の情報共有及び協力の推進、労働災

害の原因分析及び再発防止対策の推進等、各種工事における安全確保措置の充実

に関すること

-新規入場者教育等、放射線業務に関する事項を含む安全衛生教育の実施に関する

ニと

・作業計画(労働者の被ばく管理及び労働者の受ける線量の低減化の方策に関するこ

とを含む。)の作成又は改善に関すること

-放射線業務及び各種工事中における合図、警報等の統一に関すること

・事故が発生した場合の避難、その他の措置に関すること

(5)作業計画の作成等に対する指導又は援助

ア関係請負人が作成する作業計画について、その内容が適切なものとなるよう適切な資

料・情報を提供するほか、必要に応じて関係請負人を指導し、又は援助すること。

イ関係、請負人が行う作業のうち、 1日につき1ミリシーベルトを超えるおそれがあるものに

係る作業計画については、あらかじめ内容の確認を行うこと。

ウイの確認に当たっては、安定化センター又は発電所の放射線管理部門が被ばく管理

方法について重点的に確認を行い、必要な場合には作業計画の改善等について指導

又は援助を行うこと。

エ関係請負人が関係労働者に作業計画の周知を図るよう指導すること。

(6) 被ばく状況の把握



第 4の2の事項を実施すること。

2元方事業者が実施する事項

放射線業務及び各種工事において、東京電力が発注業務及び設計管理のみを行う場合、

本庄、安定化センター又は発電所から直接仕事を請け負った事業者は元方事業者として、 1

の(3)から(5)を実施することとなるが、この場合においても、本底発電所責任者、安定化センタ

ーの長、発電所長は、放射線業務及び各種工事の特殊性lこかんがみ、 1の(2)、(4)及び (6)

については、元方事業者と緊密な連携の上、安全衛生統括者に実施させること。

第4 被ばく管理及び安全衛生教育の強化

1被ばく情報管理の一元化

発電所構内において放射線業務及び各種工事に従事する労働者全員について、労働

者基本情報及び被ばく線量情報を管理するためには、情報を一元的に管理することが必

要である。このため、関連情報を一元的に管理する組織(以下「一元管理組織」という。)を

特定することにより、情報の統合を確実に行うこと。

Z放射線業務及び各種工事従事者の発電所構内への入退所管理機能の強化

発電所に立ち入るすべての労働者をもれなく把握するため、入退所を管理する場所を設

置し、発電所構内に立ち入るすべての労働者の入退所を確実に実施すること。

(1)労働者の基本情報の入手

発電所で放射線業務及び各種工事を行うすべての事業者から、所属する労働者の基本!

情報(項目は、)3IJ添の 1参照)の提出を求め、それを保存すること。

(2)新規入場者教育の実施

発電所において初めて放射線業務及び各種工事に従事するすべての労働者に対して、

放射線による有害性、保護具等の性能及び取扱方法、作業手順、事故時等における応急

措置及び待避に関すること、その他作業内容に応じて必要な事項を内容とする新規入場者

教育を実施し、実施記録を労働者の基本情報に追記すること。

(3)入構証等の発行及び入退所管理

新規入場者教育を修了した者に対して、 ID番号及び写真の付された入構証等を発行し、

ゲートの入場時刻、退場時刻をID番号に対応させて記録すること。

なお、入構証等は、社員証等、個人が特定できる番号等及び写真が付された既存の証

明書等で代替しても差し支えないが、入構証等を発行できる者は、東京電力の当該作業の

責任者及び元方事業者のみとすること。

(4)一元管理組織への情報の伝達

(1)から(3)の情報を一元管理組織に速やかに伝達すること。

3確実な被ばく線量情報の記録

(1)発電所構内への入退所管理者は、放射線業務及び各種工事に従事する労働者の個人



線量計の外部データ(項目は、別添の 2参照)を、 1日ごとにlD番号に対応させて記録し、

情報を一元管理組織に伝達すること。

(2)発電所敷地内への入退所管理者は、(1)の記録を、 1日ごとに労働者に書面で通知する

こと。

(3) 平成 23年 12月 16日付け基発 1216号第 l号通達の記の3により、電離則第7条の緊

急被ばく限度(100ミリシーベルト)が適用されるとされている作業(発電所に属する原子炉施

設並びに蒸気タービン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、その線量が1時

間につき 0.1ミリシーベルトを超えるおそれのある場所において、原子炉施設若しくは使用

済燃料貯蔵槽を冷却する設備の機能を維持するための作業を行うとき又は原子炉施設の

故障、損壊等により、多量の放射性物質の放出のおそれがある場合に、これを抑制若しく

は防止するための機能を維持するための作業)(以下「特定高線量作業」という。)に従事す

る者が、 I月ごとに1回、内部被ぱくを測定できるよう測定期限が迫っている者に対し通知す

ることが可能な管理を行うとともに、W!J定結果を速やかに一元管理組織に伝達すること。

4 一元管理組織による情報の統合及び通知

(1)労働者基本情報、被ばく情報の統合

一元管理組織は、労働者基本情報、被ばく情報をlD番号別に対応させて統合し、累積

線量を積算すること。

(2)事業者及び労働者への通知

一元管理組織は、統合された、すべての放射線業務及び各種工事に従事する労働者の

被ばく線量の累計を、外部被ばく線量については1週間ごとに1回、外部被ばく及び内部被

ばくをt合算したものについては1月ごとに1回、放射線業務及び各種工事を行う事業者に対

して文書で通知するとともに、伝達を受けた事業者は、累積線量を速やかに所属労働者に

文書で通知するとともに、保存すること。

第5 その他の留意事項等

1特定高線量作業中の立入禁止措置等

特定高線量作業に従事する労働者と、それ以外の作業に従事する労働者の被ばく線量は

区分して管理するとともに、特定高線量作業者であることを外見上識別できる措置を講じた上

で、特定高線量作業を実施中にその区域内に関係のない労働者が立ち入らないよう、作業指

揮者が監視する等の措置を実施すること。

2特定高線量作業従事後の被ばく限度等について

(1)被ばく限度について

平成 23年4月 28日付け基発 0428第 l号「緊急作業に従事した労働者のその後の緊急

作業以外の放射線業務による被ばく線量に係る指導についてJ(以下r0428J通知という。)

の記の1の「特にやむを得ない緊急作業」とは、特例省令による 250ミリシーベルトの被ぱく



限度が適用されていた作業であり、ステッフ。2完了日以降に特定高線量作業に従事した労

働者のその後の特定高線量作業以外の放射線業務(以下「通常作業」という。)への従事に

ついては、当該特定高線量作業に従事した期間を含む期間における被ばく線量の合算が、

1年間につき 50mSv、かつ 5年間につき 100mSvを超えないように管理すること。

(2)労働者への処遇、配置等への配慮、について

250ミリシーベノレトの被ばく限度が適用されていた作業及び特定高線量作業で一定線量

以上被ばくした労働者については、 0428通知及び上記(1)により一定期間被ばく限度の管理

を行うとともに、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保

持増進のための指針J(平成 23年 10月 11日公示)により健康管理を行うことが必要となるが、

これら労働者がこれにより不利益な取扱がなされることのないよう、十分配慮するとともに、そ

の処遇、配置等については、本人の意向を十分に尊重し、かっ、その労働にふさわしいもの

となるよう、誠意ある対応を図ること。

3 臨時健康診断等

平成 23年 12月 16日付け福島労基発第 2340号及び 2341号に基づき、臨時の健康診断

等を確実に実施するとともに、作業開始前の労働者の体調確認、持病等を有する者に対する

医師又は保健師による保健指導等を行い、労働者の健康確保に万全を期全こと。

第6 厚生労働省への報告

1事故等の報告

本庖発電所責任者、安定化センターの長、発電所長は、放射線業務及び各種工事におい

て労働災害等(医療施設において治療が必要なもの等の健康異常を含む。)が発生したとき、

火災又は爆発の事故、放射性物質若しくは放射性物質に汚染されたものの漏出又は異常被

ぱくが発生したとき、発電所構内に空間線量率が非常に高い場所を新たに発見したときなどは

速やかにその旨を富岡労働基準監督署に報告(様式任意)すること。

2 安全衛生統括者の選任の報告

安全衛生統括者を選任した場合、発電所長は、その旨を富岡労働基準監督署に報告(様

式任意)すること。また、変更した場合も同様に報告すること。

3放射線作業の報告

(1)安全衛生統括者は、発電所構内で行われる放射線業務及び各種工事のうち、労働者の

被ばくする実効線量が1日につき1ミリシーベノレトを超えるおそれのある作業を行う場合には、

あらかじめ(突発事態に対する対応等、状況を把握してから 24時間以内に対応する必要が

ある作業については、作業終了後に速やかに)、様式第1号により、元方事業者ごとに、建

屋又は施設別に区分けして、工事(作業)件名ごとに「東京電力福島第一原子力発電所に

おける放射線作業局jを、富岡労働基準監督署長に提出すること。

また、当該作業終了後にあっては、従事した労働者の平均実効線量、最高実効線量及び



総実効線量について、速やかに富岡労働基準監督署に報告(任意様式)すること。

(2) 元方事業者は、安全衛生統括者が提出する作業が、特定高線量作業に該当するものと

判断するものについて様式第1号の2の「特定高線量作業として届け出る場合の作業届付

票Hこ当該作業に従事する労働者の名簿を添付して届け出るものとする。

(3) 上記第4の2の入退所を管理する場所を移設しようとする場合には、あらかじめ、移設の

時期、移設する場所、移設する設備の内容、配置について、富岡労働基準監督署に報告

すること。

4 労働者の被ばく線量の報告

(1)本J吉の管理者は、発電所構内で放射線業務又は特定高線量作業に従事したすべての

労働者の被ばく線量の累計を、毎月末日に、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛

生課に報告すること。なお、報告の際は、特定高線量作業従事者とそれ以外の者について、

区分して報告すること。

(2) 本庖の管理者は、廃止省令の附則第2条に規定される経過措置適用者について、(1)の

報告に併せて、毎月末にその被ばく状況を報告すること。

5 元方事業者による管理状況報告

東京電力が、発電所で行う放射線業務及び各種工事のうち、自ら行う仕事の一部を請け負

わせた場合、次に示す項目について、平成 24年1月分より、様式第2号により毎月、当該月

分をとりまとめ、当該月中に放射線業務及び各種工事を実施した、すべての関係請負人が記

載された請負体系図(任意様式)を添付の上、翌月 10日までに富岡労働基準監督署に報告

すること。なお、平成 23年 12月分については、廃止前の 0627通知に基づき、平成 24年 1

月 10日までに富岡労働基準監督署へ報告すること。

(1)当該月中に実施中の放射線業務及び各種工事の内容及びその工期

(2) 当該月の末日(当該日)に放射線業務及び各種工事に従事した、①元方事業者の労働

者の数、②関係、請負人及びその労働者の数

6 安全衛生管理状況の報告

発篭所長は、第3、第4の措置の実施状況について、平成 24年1月から3月分より、様式第

3号により四半期ごとに1回、富岡労働基準監督署に提出すること。なお、平成 23年 12月分

については、廃止前の 0523通達に基づき富岡労働基準監督署へ提出すること。

7 関係通達の改正

平成 23年 10月 14日付け基安発 1014第 3号「電離放射線障害防止規則の一部を改正

する省令の円滑な施行等についてJ(以下11014通知Jという。)の別添2から別添5を添付のと

おり改正する。



別添

1 労働者基本情報

ID番号、所属事業場名、氏名、職種、生年月日、住所、電話番号、雇入年月日、直近

の健診受診日(特殊、、一般)、新規入場者教育実施日時

2 被ばく線量管理記録

(1) Jヴィレッジで線量管理を行っている労働者

ID番号，氏名、作業場所/作業概要、線量計番号、入所日時(発電所に向けて、

Jグィレッジのゲートを通過した日時)、退所日時(発電所から帰着し、 Jグィレッジ

のゲートを通過した日時)、線量計使用開始日時、線量計使用終了日時、使用終了時指

示値 (rnSv)

(2) 発電所で線量管理を行っている労働者

(1)の項目に加え、 Jグィレッジから発電所までの移動中の被ばく線量 (rnSv)

(※)線量管理場所が Jグィレッジから移設した場合は、 Jヴィレッジを当該変更場所に

読み替えること



東京電力福島第一原子力発電所における放射線作業届
事業の種類 フE 方事業 場 の 名 称 事 業 場 の

作業の件名

作業指揮者の
1議 氏 名

関係請負人の
名称及び所在 地

作業の場所

作業の期間
作業者数

(全体工期)
元方事業場 関係請負人

作業の概要
(作業規模:

外部放射線による線量当量率 (mSvlh)

放射線環境 表面汚染 (Bq!cm2)

空気中濃度 (Bq!cm3)

遠被放l射i隔く線操防遮止作への等い措置、の

汚 染防止の措 置

保護衣及び
保 護 具

警 報 言十
放射線測定器.

(警報設定値)

熱中症予防措置等

事故等発生時の
避難等の措置

外部放射線による線量当量率 (mSvlh)

放射線環境の
表面汚染 (Bq!cm2)

監視の方法

空気中濃度 (Bqlcm3)

平均実効線量 (mSv)

推定実効線量 最高実効線量 (mSv)

総実効線量(人・ mSv)

平成 年 月 日

事業者職氏名

発注者として上記作業屈を確認しました。

東京電力担当者職氏名

労働基準監督署長殿

備 考

様式第 1号

所 在 地

ぷE〉Z、 計

恩

閉



備考

1 r事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。

2 r元方事業場」の欄は、東京電力(株)が自ら仕事を行う場合は、同社の事業場名(例:東京

電力闘福島第一原子力発電所)を記載し、同社が発注及び設計監理のみを行う場合は、同社から

直接仕事を請け負った事業者名を記載すること。

元方事業場が東京電力以外の場合、東京電力(株)の当該作業を監理する部署の責任者は、作

業届の内容が適切であるかどうかを確認のうえ、職氏名を記載することn

3 r作業指揮者職氏名Jの欄は、元方事業場の職員であって実際に作業指揮を行う者の職氏名を

を記載すること。

4 r作業の名称」の欄は、元方事業場が東京電力以外の場合は、東京電力闘から発注された名称

を記載すること。

5 r関係請負人の名称及び所在地Jの欄には、全ての関係請負人を記載すること。

6 r作業の期間Jについては、除染、清掃といった定型作業を除き、おおむね1ヶ月を超えない

よi二。発注された工期が 1ヶ月を超える場合は、分割して作業届を提出することし、分割して届

け出る場合括弧内には全体の工場を記載すること。

7 . r作業の概要」の欄は、可能な限り具体的に記入するものとし、作業工程の概要が分かる書面

及び実際の作業場所がわかる図面を添付すること。括弧内に作業規模(一日当たりの作業者数×

一日当たりの作業時間X作業日数)を記載すること。また、当該作業が平成 23年 12月 16日付

け基発 1216第 1号通達の記の第 3(1)で定める作業(特定高線量作業)に該当する場合には、

別途盆墓を添付すること。また、東京電力(株)が、発注した作業の工事監理について自ら作業

を行う者として作業届を提出する場合は、工事監理の対象となる作業名称(発注した工事名称)

と発注先、当該作業の作業届の提出状況及び提出されている場合は受理番号について記載した書

重量を添付すること。

8 r放射線遮へい、遠隔操作等の被ばく防止の措置Jについては、有効な放射線防護衣の着用、

被ぱくを低減するための作業工程、作業場所までの移動方法の検討結果、作業時間の設定、モツ

クアップによる訓練の実施予定等を含め、可能な限り具体的に記載すること。

9 r汚染防止の措置Jについては、汚染水、汚染空気、汚染物等の事前の除去、除洗の実施方法

等も含め、可能な限り具体手的に記載するほか、万一、汚染が発生した場合'の対処方法を記載す

ること。

10 r放射線環境j については、原則として、最新の外部放射線による実効線量の測定結果マップ

(作業場所の図面と兼ねても可。)を添付すること。

11 r汚染防止の措置Jの欄は、汚染拡大防止措置、汚染された物の取扱い及び処理の方法等につ

いて可能な限り具体的に記入すること。

12 r熱中症予防措置等」には、暑熱な時期には、作業時間帯の設定、休憩の頻度、休憩時間の長

さ、休憩場所までの距離のほか、保冷荷j付き作業服等の着用、熱中症に関する労働衛生教育の実

盗王室など熱中症対策の主要事項について記載するとともに任意の様式で作成した熱中症対策の

チェックりストを添付すること。暑熱な時期以外については、休憩の頻度、休憩時間の長さ、休

憩場所までの距離等について記載すること。

13 r事故等発生時の避難等の措置Jには、事故等が発生した場合の警報の方法、緊急に必要のあ

る応急措置、避難終路、被災者の緊急搬送の方法等について記載すること。避難場所及び瀞難経

路を記載した図面を添付すること。

14 r放射線環境の監視の方法」の欄は、測定器、測定の方法、測定の頻度等について記入するこ

と。

15 r備考」の欄は、その他特記すべき事項、参考となる事項を記入すること。

16 r事業者職氏名」の欄は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。



特定高線量作業として届け出る場合の作業届付票

|縛得税ぴーがあ石船t授が府 J

1 -1作業場所(注・作業場所の位置関線がわかる図面を添付すること。線量率の分布図で作業場所を把握できる場合は省略可)

監督署記載禰 るあ域区の、Il
l
1
J

設施ン
辺

設

ピ

周

施
一
の

炉
タ
ら

子
気
れ

原
蒸
こ

口
口
口

f
i
l
l
-
L
 

1-2作業場所の線量率:一一一一一一_mSvlh 注:作業場所の線量率の分布図を添付すること。)

|監督署記載機・口O.lmSvlh以上である。

2. 作業の概要

(概要)

ロ 原子炉容器又は使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を維持する作業である。

設備等の名称

設備等の種類 ロ注水による冷却機能を維持するための設備

上記機能を維持するための設備等の 口修理 口取替《
口機器の追加

ロその他(

:ロ放射性物質の敷地外への放出を抑制する設僚の機能を維持する作業である。

監督署記載欄
設備の名称

口汚染水処理機能を維持するための設備

口汚染水や放射性物質が海洋、地下水、大気又は土壌に漏出することと防止するための機
設備の種類 能を維持するための設備(海水循環装置、遮水壁、汚染物質保管コンテナ等)

ロ水素爆発の防止のための窒素封入機能を維持するための設備

ロその他(

上記設備の
ロ修理 口取替

の作業である。
ロ機器の追加

口その他(

監督署記載棟:上記により、特定高線量作業であるものと

口確認する。

口確認できない。



様式第2号

元方事業者による関係請負人等の状況報告

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

事業者職氏名 閉

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの関係誇負人等

の状況について、次のとおり報告します。

1 平成 年 月中に実施した東京電力福島第一原子力発電所構内における放射線業

務及び各種工事の内容及びその工期

2 平成 年 目(却に原発事故収束作業に従事した事業者及び労働者の数

¥¥¥¥  事業者 労働者

元方事業者 )人

関係請負人 )社 )人

1次 )社 )人

2次 )社 )人

3次 )社 )人

4次 )社 )人

5次 )社 )人

6次 )社 )人

(注)当該月の末日の状況について記入すること。ただし、末日が土Hまたは祝日の場合には、

その直前の日(土日または祝日を除く)について報告すること。



様式第3号

東京電力福島第一原子力発電所構内における安全衛生管理状況報告

平成

労働基準監督署長殿

事業者職氏名

平成 年 月 日から平成 年 月

安全衛生管理状況について、次のとおり報告します。

1 安全衛生管理体制

(1)安全衛生統括者の職氏名:

(2) 工事安全施工管理者の職氏名:

(3)元方事業者の安全衛生管理を行う者の職氏名:

(4 )安全衛生管理体制

福島第一原子力発電所 組織名

放射線管理担当

工事安全施工管理担当

安全衛生委員会担当

安全衛生教育担当

作業計画審査担当

熱中症対策担当

安全衛生協議会担当

(5)健康管理体制

医師福島第一原子力発電所

医師・看護師等の人数 人(内精神科医 人)

年 月 日

旬

日まで(第四半期)の

人数

専任 人 併任人

専任 人 併任人

専任 人 併任人

専任 人 併任人

専任 人 併任人

専任 人 開壬人

専任 人 併任人

看護師等

人



|医師・看護師等の勤務時間

Jヴィレッジ 医師

医師・看護師等の人数 人(内精神科医

医師・看護師等の勤務時間

2 東京電力が自社労働者の安全衛生管理として実施した事項

( 1 )安全衛生委員会の開催状況

人)

開催月日 被ばく管理上問題となった調査審議事項 改善状況

L一一

(2)作業計画又は作業の作成状況

作業計画のうち被ばく管理

上重要な部分を変更したも 変 更 内 廿~ 

の又はその作業(工事)名

看護師等

人

改善月日

変更月日

(3 )電離放射線健康診断結果に基づく電離則第 59条に該当する措置の実施状況

措 置 の 内 ?if. 当該措置を行った労働者数 実施月日 | 

(4 )メンタルヘノレス対策の実施状況

措 置 の 内 容 当該措置を行った労働者数 実施月日 | 

ストレスによる症状・不調の確認(問

診票の配布等)

メンタノレヘルス相談、面談の実施



|専門医への受診等事後措置の実施

( 5)熱中症対策の実施状況

措 置 の 内 廿件』

休憩所の設置

休憩、時間の確保

保冷剤付き作業服等の配布等

熱中症に関する労働衛生教育

3 関係、請負人に対する実施事項

(1)安全衛生協議組織の開催状況

実施内容

開4桂月日 被ばく管理も含めた安全衛生管理上 改善状況

問題となった協議事項

(2) 関係請負人の作業計画に対する指導等の実施状況

被ばく管理も含めた安全衛生管理上

作業(工事)名 作業内容 重要な事項に関し行った指導又は援

助の内容

( 3) 関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導等の実施状況

教育名 被ばく管理も含めた安全衛生管理上

(関係誇負人数) 教育内容 重要な事項に関し行った指導又は援

助の内容

実施月日

改善月日

実施月日

」

実施月日



(4)関係請負人が行うメンタルヘルス対策の指導等の実施状況

措 置 の 内 ?g. 当該措置を行った労働者数

ストレスによる症状・不調の確認(問

診票の配布等)

メンタルヘルス相談、面談の実施

専門医への受診等事後措置の実施

(5)関係請負人が行う熱中症対策の指導等の実施状況

措 置 の 内 ~コ-ー 実施内容

休憩所の設置

休憩時間の確保

保冷剤付き作業服等の配布等

熱中症に関する労働衛生教育

(6)関係請負人が行った健康管理に対する指導等の実施状況

イ 電離放射線健康診断の実施に対する指導等

実施月日

実施月日

指導又は援助の内容 関係、請負人数(労働者数) I実施月日

ロ 関係請負人所属労働者に対する電離則第 59条に該当する措置に関して行った指

導等

措置の内容 指導又は援助の内容 関係請負人数(労働者数) 実施月日



備考

1 各報告事項について、必要に応じ別紙を用いて記載すること。

2 本様式のほか、安全衛生管理規程、保安規定、その他労働者の安全と健康の確保のため

に必要な事項を定めた規定等及び業務の概要を示す書面(パンフレットで可)を添付する

こと。

3 上記2の添付書類については、その前回の報告内容から変更がない部分については報告

する必要はないものであること。

4 本様式の 3については、原子力事業者が関係誇負人に対して実施した事項のみならず、

元請工事業者が関係請負人に対して実施した事項についてもできる限り記載すること。

5 3 (1) ~(3) については、被ばく管理上の問題だけではなく、原発各種工事を安全

に実施する上で問題となった事項や重要と考えられる事項についても記載すること。

6 r事業者職氏名jの欄は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。



. 一般健康診断に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

巨亙日

下表の左欄の項目について、 1人 1月ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ>政策について〉分野別の政策一覧雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

h仕p:l，川ww.mhlw.go・jplbunyゐro凡Idoukijunlanzeneisei36/lO.html 

提出フォーマット

健診の種類(一般健診・雇入時健診).個人番号，皇室童

鎧重呈」氏名のフリガナ，氏名，生年月日，雇入年月日，

性別(男・女).健診年月日，既往歴，自覚症状(なし・

記述).他覚症状(なし・記述) • 

身長 (cm).体重(kg). BMI.腹囲 (cm).右視力裸眼，

右視力矯正，左視力裸眼，左視力矯正，右聴力 1000Hz

(所見なし・所見あり).右聴力 4000Hz(所見なし・所

見あり).左聴力 1000Hz(所見なし・所見あり).左聴

力 4000Hz(所見なし・所見あり).聴力検査方法(オー

ジオ・その他) • 

胸部エックス線検査(直接・間接).撮影年月日，検査結

果(異常なし・記述).フィルム番号，曙疾検査(異常な

11 し・記述).収縮期血圧 (mmHg).拡張期血圧(剛Hg) • 

血色素量(g/dL).赤血球数(万/mm3).ヘマトクリツト(%)• 

血小板数(万/mm乃，

GOTCAST) (IU/L) . GPTCAL T) (1 U/U . r -GTP (1 U/U . 
総コレステロール(mg/dυ. LDLコレステロール(冊g/dL). 

HDLコレステロール(mg/dυ，トリグリセライド(mg/dυ ，

血糖(mg/dυ. HbA1c作ω，

尿糖(+・ー・++・+++).尿蛋白(+・-.++.+++).尿潜血(+・

ー叶+・+++).心電図(所見). 

その他の検査，医師の診断(異常なし・要精密検査・要治

療・記述).健診を実施した医師の氏名，健診を実施した

血量宣」医師の意見，意見を述べた医師の氏名，備考，

飲酒状況，飲酒開始年齢，飲酒終了年齢. 1日飲酒量(日

本酒換算).喫煙状況，喫煙開始年齢，喫煙終了年齢. 1 

日喫煙本数

備考

-個人番号:東電が発行した作業員証の番号

-年月日・年は西暦

胸部エックス線検査は撮影法を書

くこと。

(貧血検査)

(肝機能検査)

(血糖検査)

(尿検査)

(心電図検査)

-その他の検査同時に行った一般健診・電

離健診の項目以外の結果があれば記載す

ること。別添5にある項目を除く。

(生活習慣)



E亙己

- 電離放射線健康診断・臨時健康診断に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人 1月ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ>

労働基準関係法令の主要様式・手続き 安全衛生関係主要様式>電離放射線障害防止規則関係

h仕p:llwww.mhlw.go.jplbunyalroudoukijunlanzeneisei36/1O.html 

提出フォーマット 備考

健診の種類(電離健診・臨時健診).個人番号，中央登録 -個人番号東電Jが発行した作業員証の番号

番号，氏名のフリガナ，氏名，性別(男・女).生年月日， -年月日:年は西暦4桁

雇入年月日，判定と処置，健診年月日，

白血球数(個/闘が).リンパ球(目).単球(目).異型リンパ (血液検査)

球(覧).好中球棒状核(略).好中球分葉核(目).好中球全体

旦L好酸球(拡).好塩基球(略).赤血球数(万/mm3).血

色素量 (g/dL).へマトクリツ卜(略).その他，

水品体の混濁(有・無). (目の検査)

発赤(有・無).乾燥又は縦じわ(有・無) .潰霧(有・ (皮膚の検査)

無).爪の異常(有掴無) . 

体重，

その他の検査，全身的所見，自覚的訴え，参考事項，医師 その他の検査:同時に行った一般健診・電

の診断(異常なし・要精密検査・要治療・記述).健診を 離健診の項目以外の結果があれば記載す

実施した医師の氏名，健診を実施した施設名1医師の意見， ること。即用主5にある項目を除く。

意見を述べた医師の氏名



別添4の1

- 作業・被ばく状況に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人の対象期間(I月又は 3月)ごとに各項目をコンマ

で区切って 1行のデータとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームベージ>政策について>分野別の政策一覧ー雇用・労働 労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き 安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

h仕p:llwww

提出フォーマット

氏名のフリガナ，氏名，生年月日，

性別(男・女).個人番号，皇室量

鍾重量L緊急作業従事前の被lまく線

量，住所，電話番号，緊急作業時の

所属事業場の名称，緊急作業時の所

属事業場の所在地，電話番号，現在

の所属事業場の名称，現在の所属事

業場の所在地，電話番号，

備考

(個人識別情報)

外国人の場合、氏名欄は、漢字表記を持たない外国人の場合はローマ字

表記で記載し、住所欄には、現住所のほか、母国における住所及び国籍を

記入すること。

・生年月日年は西暦で記載すること。

-個人番号:東電が発行した作業員証の番号

・緊急作業従事以前の被ぱく線量:不明な場合は、放射線管理手帳の中央

登録番号を記載すること。

緊急作業時の所属事業場の名称、緊急作業時の所属事業場の所在地、

電話番号は、前回の報告から変更があった場合に記入すること。

現在の所属事業場がない場合は、現在の所属事業場の名称に「なし」と書

くこと。

対 象期間 (2011年O.FI分) .外部 I(対象月分累積線量)

被ぱく実効線量 (mSv) .眼の水晶卜緊急作業に従事している問は1月ごとに1回、通常の放射線業務に従事し

体の等価線量 (mSv) • 皮膚の等価| ている聞は3月ごとに1回、それぞれの累積線量を報告すること。

線量 (mSv).・被ぱく線量は、報告時点の暫定値で差し支えなく、確定作業等により変更

預託線量 (mSv).測定日，摂取日，

核種，計測値 (Bq).核種，計測値

(Bq) .核種，計測値 (Bq) • 

通常・指定緊急作業の区別(通常・

指定緊急).作業の場所，作業の内

容，安定ヨウ素剤の使用状況

【改行】

があった場合は、次回報告時に修正報告を行うこと。

(内部被ばく測定結果)

(作業の場所・作業内容)

・作業の場所、作業の内容指定緊急作業の場合に記入。

報告対象者が従事した作業に関して、平成23年5月23日付け基安発052

3第1号に基づき、原子力事業者又は元方事業者が所轄労働基準監督署

に提出した「緊急作業における放射線作業届Jを提出している場合は、そ

の届出目、作業件名、受付番号を記載すること。

作業届が提出されていない場合、元方・関係請負人にあっては、元方事業



場の名称、原子力事業者からの発注件名、関係請負が請け負った工事の

名称を記載すること。

安定ヨウ素剤の使用状況.安定ヨウ素剤を服用していた場合はその期間

を、服用がなかった場合は「なし」と記載すること。



別添4の2

. 日々の被ばく線量に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人 1回の測定ごとに各項目をコンマで区切って 1行

のデータとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働 労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

h仕p://www

提出フォーマット 備考

氏名のフリガナ，氏名，生年月日， (個人識別情報)

個人番号，中央登録番号， jJ!l]定開始 -個人番号:東電が発行した作業員証の番号

日時，測定終了日時，外部被ぱく実 (外部被ばく線量)

効線量 (mSv) 緊急作業に従事している場合は1月分の日々の線量を、通常の放射線作

【改行】 業に従事している場合は3月分の日々 の線量を提出すること。

氏名のフリガナ，氏名，生年月日， 回の被ばく線量測定ごとに 行の記録とすること。

個人番号，中央登録番号，測定開始

日時， jJ!l]定終了日時，外部被ぱく実

効線量 (mSv)

【改行】



E亙Eコ

- その他の検査、健康相談・保健指導に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人 1回ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

健康相談・健康指導の場合は(白内障)から(その他)まで空欄とすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準>事業主の方へ>

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

h壮p://www.mhlw.go.jp!bunya/roudoukijun/anzeneisei36/1 O.html 

提出フォーマット 備考

健診の種類(その他の検査・健康相談等).個人番号，且去 個人番号.東電が発行した作業員証の

登録番号，氏名のフリガナ，氏名，生年月日，実施年月日， 番号

実施した医師名，実施した施設名， -年月日年は西暦

自肉障検査方法，眼の所見， (白内障)

皮膚の所見， (皮膚)

甲状腺刺激ホルモン TSH.遊離トリヨードサイロニン free (甲状腺)

T3.遊離サイロキシン freeT4. TRAb. MCPA.抗 TPO抗体，

TgAb. 甲状腺超音波.

胃エックス線透視，胃内視鏡，ピロリ菌，ペプシノゲン 1 (上部消化管・胃)

(ng/ml) .ペプシノゲン 2(ng/ml) .ペプシノゲン1/2比，

便潜血，大腸エックス線透視，大腸内視鏡， (下部消化管・大腸)

頭部・頚部，胸部，腹部，その他の部位， (CT'MRI等)

HBsAg (定性). HBsAb (定性). HBcAb.(定性). HBeAg (定性). (その他)

HBeAb (定性). HCV Ab (定性).高感度 CRP(昭/dl) • 

健康相談・保健指導の記事，医師の診断(傷病名) (健康相談・保健指導)
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厚生労働省労働基準局安全衛錦糸区.-_.'続
(京電諸島第一原謝犠員健康対策室長1う-tJJ1.U:

~:~'~:f.~~=也記
東京電力福島第一原子カ発電所における安全衛生管理対策等の徹底について

¥貴社古2受注されている東京電力福島第一原子力発電訴(以下'r発霞所j という。)での緊

急作業における被ぼく管理を含む安全衛生管理体制の強化については、平成23年7月22

日付け基安発0722第1号(以下 f0722通知Jという。)により、・通知しているところーです

が、事成23年 12月16日iこ「東京電力福島第一原子力発電所・事故収束に向けた道筋当面の三

ロードマタプ」におけるステップ2が完了するとともに、平成23年12月 16日付けで「平成二十三年

東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電設放射線障害防止規則の

特例に関する省令を廃止する等の省令〈厚生労働省令第 147号)Jが施行され、被ぼく限度を

250ミリシJベルトとレた特例省令が一部の緩遇措置対象者を除き廃止されたところです。

ついてば、貴社においては、引き続きJ下記により発電所構内における放射線業務及び各種工

事に係る安全衛生管理対策を強化し、貴社における関係請負人を含めた放射線業務及び各種ヱ

.事に係る総合的な安全衛生管理対策に万全を期すよ五求めます。

なお、本通知の内容について、ー発電所構内において放射線業務及び各種工事を行う.関係請負.

人にち周知顔います。¥

J おってJ平成23年6月 27日付け基安発0627第 1号「東京電力福島第→原子力発電所1;:お.

ける元方事業者による関係請負人の管理状況句把握についてj(以下、 f06幻還知jという。)、及.

び 0722遇知!'i，'本選知をもって廃止.とします。

‘ー

守、
記

第 1 安全衛生管理体制の確字ー

1 元方事業者たる貴社が実施すべき事項 【

発電所構内陸おける放射線業務及び各種工事に係る安全衛生管理については、労働安全

衛生法及び電離謝撤障害防止規則(以下「篭離則」という。)に基づき各事業者に実施善務

ーがあるが、発電所構内における放射線業務及び各種工事の実施において、貴社が東京電力か

ら注文を受け、同ーの場所で・、自ら行う仕事を誇負契約のもとにJ請負人に請け負わせ



ている状況において、元方事業者たる貴社(以下「元方事業者j という。)!士、請負人(元

方事業者の仕事が数次の誇負契約によって行われるときは、当該詰負人の請負契約の後

次すべての請負契約の当事者である誇負人を含む。以下「関係請負人」という。)の実施

する事業者としての措置が的確に行われるよう、関係請負人を指導又は援助するととも

に、発電所構内の作業における髄操業務及び各種工事全体の安全衛生管理が適切に行わ

れるよう、法令の規定に定める事項を含め、以下の事項を実施すること。

(1) 搬す隷業務及び各種工事における安全衛生管理が適切に行われるよう、元方事業

者のf惇号室を統括管理する者のうちから安全衛生統括者(一定規模の建設業にあっては、.

統括安全衛生責任者をいう)(廃止前の 0722通知記の第1の1の(1)。以下間以)を

遺伝し、東京電力が選任している安盆衛生統括者及び原発各種工事安全施工管理者と

連携を図りつつ、以下の(めから (5)に掲げる事項を実施させること。

(2) .，関係請負人における安全衛生管理の職務を行う者の選任等

関係請負人に対し、安全衛生管理の職務を行う者を選任させ、次に掲げる事項を行

わせること。

ア 元方事業者の安全衛生統括者との違絡

イ 以下の(めから(のまでに掲げる事項のラち、当該関係請負人に係るものが円滑に

行われるようにするための元方事業者の安全衛生統括者との調整

ウ 当該関係請負人がその仕事の一部を他の請負人に誇け負わをている場合におけ

る関係請負人に対すてるf機関の違絡及び調整

(の すべての関係誇負人を含めた安全衛生協議組織の開催等

ア東京電カが開催する安全衛生協議組織と連携しつつ、すべての関係請負人を含め

た安全衛生協議組織を設置し、 1月以内ごとに1回、定期に開催すること。

イ 安全衛生協議組織において協議すべき事項は、次のとおりとすること。

-被ぼく管理に関すること

-新規入場者教育等、糊す線業務に関する事項を含む安全衛生教育の実施に関する

ーこと

.・個々の誇負関係を超えての近接工事実施の際の情報共有及び協力の推虫色労働災害

の原因分析及び再発防止対策の.推進等、各種工事における安全確保措置の充実

に関すること

ー・作業計画(労働者の被ぼく管理及び労働者の受ける線量の低減化の方策に関する

ことを含む。)の作成又は改善に関すること

-搬す線業務及び各種工事における合図、警報等の統一に関すること

・事故が発生した場合の避難、その他の措置に関すること

(4). 作業計画の作成等に対する指導又は援助

ア 関係請負人が作成する作業計画について、その内容が適切なものとなるよう必要

に応じて関係請負人を指導し、又は援助すること。

イ 関係請負人が行う作業のうち、 l日につき 1ミリシーベルトを超えるおそれがあ-

るものに係る作業許函について、あらかじめ内容の確認を行うとともに、第4の1



に基づき、富岡労働基準監督署に放射線作業の報告を行うこと。

ア関係請負人に自社労働者に対して作業計画の周知を図るよう指導すること

(5) 被ばく状況の把握

以下の2に掲げる事項を実施すること。

2 被ばく管理の一元化

元方事業者は、放射線業務及び各種工事に従事する元方事業者及び関係、請負人の労働

者の被ばく管理を適切に実施するため、放射線管理責任者を選任し、第1の1の安全衛

生統括者の指揮のもと、以下の事項を含む、関係請負人の労働者の被ばく管理も含めた

一元管理を実施させること。

(1) 東京電力と連携し、元方事業者及び関係請負人の労働者の被ばく管理を行うこと。

(2) 関係請負人の労働者の被ぼく管理が適切に行われるよう、関係請負人の放射線管

理担当者を指導すること。

(3) 東京電力の発行する「作業員証及び入構登録証Jを記名者本人以外に使用される

ことのないよう適切な管理を行うこと。

(心 東京電力が開催する安全衛生協議組織に参加し、放射線管理に関する事項を協議

すること。

(5) その他放射線管理のために必要な事項を実施すること。

3 安全衛生教育の適切な実施

(1) 元方事業者は、自社労働者のうち、新たに発篭所内の作業に従事する者に対して、

放射線による有害性に関すること、保護具等の性能及び取綴方法に関すること、作業

手順に関すること、作業開始時の点検に関すること、発電所内の作業に関して発生す

るおそれのある疾病の原因及び予防に関すること、整理、整頓及び清潔の保持に関す

ること、事故時等における応急措置及"()t待避に関することその他作業内容に応じて必

要な事項を内容とする新規入場者数育を実施し、実施記録を保存すること。

また、労災補償制度の概要についても、周知を図ること。

(2) 元方事業者は、関係請負人が(1)に掲げQ教育を実施できるよう、必要な指導又は

援助を行うこと。

第2 被ばく測定・評価等の適切な実施

元方事業者は、東京電力と連携し、元方事業者及び関係請負人のすべての労働者の被

ばく測定状況を確実に把握し、管理する体制を構築し、以下の事項を実施すること。

1 内部被ばく測定・評価の適切な実施

平成23年 12月 16日付け基発 1216号第 1号通達の記の3により、電離則第7条の緊急被

ばく限度(100ミリシーベルト)が適用されるとされている作業(発電所に属する原子炉施設並び

に蒸気タービン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、その線量が1時間につき

0.1ミりシーベルトを超えるおそれのある場所において、原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵

槽を冷却する設備の機能を維持するための作業を行うとき又は原子炉施設の故障、損壊等に



より、多量の放射性物質の放出のおそれがある場合に、これを抑制若しくは防止するための機

能を維持するための作業)(以下「特定高線量作業jという。)に従事するすべての労働者に

対して、 1月ごとに 1回、内部被ぼく測定を実施し、その結果を労働者に遅滞なく通知

すること。

2 被ばく線量等の通知等の適切な実施

(1) 元方事業者は、発電所内の作業に従事する労働者に関して、東京電力と連携し、

以下の事項を実施するこど。

ア 日々の被ばく線量について、文書により、労働者本人に通知すること。

イ 外部被ぱくの累積線量については、 1週間ごとに1回、外部被ばく累積線量及び

内部被ばく線量を合算したものについては 1月ごとに 1回、文書で、労働者本人に

通知すること。

(2) 元方事業者は、関係請負人の放射線管理担当者が、自社の労働者に関して、 (1)の

事項を実施できるよう、必要な指導又は援助を行うこと。

第3 その他の留意事項等

1立入禁止措置等

特定高線量作業に従事する労働者と、それ以外の作業に従事する労働者の被ばく線量は

区分して管理するとともに、特定高線量作業者であることを外見上識別できる措置を講じた上

で、特定高線量作業を実施中にその区域内に関係のない労働者が立ち入らないよう、作業指

揮者が監視する等の措置を実施すること。

2 特定高線量作業従事後の被ばく限度等について

(1)被ばく限度について

平成 23年4月 28日付け基発0428第 l号「緊急作業に従事した労働者のその後の緊急

作業以外の放射線業務による被ばく線量に係る指導についてJ(以下r0428J通知卸、う。)

の記のlの「特にやむを得ない緊急作業」とは、特例省令による 250ミリシーベルトの被ばく

限度が適用されていた作業であり、ステップ2完了R以降に特定高線量作業に従事した労

働者のその後の特定高線量作業以外の放射線業務(以下「通常作業」という。)への従事に

ついては、当該特定高線量作業に従事した期間を含む期間における被ばく線量の合算が、

1年間につき 50mSv、かつ 5年間につき 100mSvを超えないように管理すること。

(2)労働者への処遇、配置等への配慮について

250ミリシーベノレの被ばく限度が適用されていた作業及び特定高線量作業で一定線量以

上被ばくじた労働者については、 0428通知及び上記，(1).1とより一定期間の被ぼく限度の管理

を行うとともに、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保

持増進のための指針J(平成23年 10月 11日公示)により健康管理を行うことが必要となるが、

これら労働者がこれにより不利益な取扱がなされることのないよう、十分配慮するとともに、そ

の処遇、記置等については、本人の意向を十分に尊重し、かっ、その労働にふさわしいもの

となるよう、誠意ある対応を図ること。

3 臨時健康診断等



平成23年 12月 16日付け福島労基発第2341号に基づき、定期健康診断及び電離郎に基

づく健康診断を確実に実施するとともに、作業開始前の労働者の体調確認、持病等を有する

者に対する医師又は保健師による保健指導等を行い、労働者の健康確保に万全を期すこと。

第4 厚生労働省への報告

l放射線作業の報告

(1)安全衛生統括者は、発電所構内で行われる放射線業務及び各種工事のうち、労働者の

被ばくする実効線量が 1日につき1ミリシーベルトを超えるおそれのある作業を行う場合に

は、あらかじめ(突発事態に対する対応等、状況を把握してから 24時間以内に対応する必

要がある作業については、作業終了後に速やかに)、様式第1号により、元方事業者ごとに、

建屋又は施設別に区分けして、工事(作業)件名ごとに「東京電力福島第一原子力発電所

におけ忍放射線作業届Jを、富岡労働基準監督署長に提出すること。

また、当該作業終了後にあっては、従事した労働者の平均実効線量、最高実効線量及

び総実効線量について、速やかに富岡労働基準監督署に報告(任意様式〉すること。

(2)元方事業者は、安全衛生統括者が提出する作業が、特定高線量作業に該当するものと

判断するちのについて、発注者である東京電力の指示に基づき様式第1号の2の「特定高

線量作業として届け出る場合の作業局付票Jに当該作業に従事する労働者の名簿を添付

して届け出るものとする。

2元方事業者による管理状況報告

元方事業者は、発電所で行う放射線業務及び各種工事の，うち、次に示す項目について、平

成 24年1月分より、様式第2号により毎月、当該月分をとりまとめ、翌月 10日までに富岡労働，

基準監督署に報告すること。なお、平成 23年 12月分については、廃止前の 0621通知に基

づき、平成 24年 1月 10日までに富岡労働基準監督署へ報告すること。

(1)当該月中に実施中の崩す線業務及び各種工事の内容及びその工期

(2)当該月の来日(当該日)に放射線業務及び各種工事に従事した、①元方事業者の労働

者の数、②関係請負人及びその労働者の数

3関係通達の改正

平成 23年 10月 14日付け基安発 1014第 3号『電離放射線障害防止規則の一部を改正

する省令の円滑な施行等についてJ(以下rl014遜知J品、う。)の別添2から別添5を添付のと

おり改正する。



様式第1号

東京電力福島第一原子力発電所における放射線作業届
事業の種類 元方事業場の名称 事業 場ーの 所在 地

作業の件名

作業指揮者の
職 氏 名 、

関係請負人の
名称及び所在地

作業の場所

作業の期間
作業者数

元方事業場 関係請負入 Aロ、 計
〈全体工期)

作業の概要
(作業規模:

一‘・ ・

外部放射線による線量当量率 (mSvlh)

放射線環境 表面汚染 (Bq/cm2)

空気中濃度 (Bq/cm3)

遠放被l射ま隔く線操防遮止作ヘの等ド措;置、の

汚染防止の措置

保護衣及 び
保 護 具

警 報 計
放射線測定器

(警報設定値)

熱中症予防措置等

事 故 等 発 生時の
避難等の措置

外部闘す線による線量当量率 (mSvlh)

放射線環境の
表面汚染 (Bq/cm2)

監視の方法

空気中濃度 (Bq/cm3)

平均実効線量 (mSv)

推 定実効線量 最高実効線量 (mSv)

総実効線量(人.mSv) 

平成 年 月 日

事業者職氏名

発注者として上記作業届を確認しました。

目.東京電力担当者職氏名

労働基準監督署長殿

備 考

， 

切

問



備考

1 r事業の種類』の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。

2 r元方事業場j の欄は、東京電力(株)が自ら仕事を行う場合は、同社の事業場名(例:東京

電力側福島第一原子カ発電所7を記載し、同社が発注及び設計監理のみを行う場合は、同社から

直接仕事を請け負った事業者名を記載すること。

元方事業揚が東京電力以外の場合、東京電力(株)の当該作業を監理する部暑の費任者は、作

業居の内容が適切であるかどうかを確認のうえ、職氏名を記載すること。

3 r作業指揮者職氏名jの欄は、元方事業場の職員であって実際に作業指揮を行う者の職氏名を

を記載すること。

4 r作業の名称Jの禰は、元方事業場が東京電力以外の場合は、東京電力闘から発注された名称

を記載すること。

5 r関係誇負人の名称及び所在地」の欄には、全ての関係請負人を記載すること。

6 r作業の期間Jについては、除染、清掃といった定型作業を除き、おおむね1ヶ月を超えない

ー主主。発注された工期が 1ヶ月を超える場合は、分割して作業屈を提出することし、分割して届

け出る場合括弧内には全体の工期を記載する之と。

7 r作業の概要Iの欄は、可能な限り具体的に記入すと与ものとし、作業工程の概要が分かる書置

及び実際の作業場所がわかる図面を添付すること。括郎内に作業規模(一日当たりの作業者数×

一日当たりの作業時間×作業日数)を記載すること。また、当該作業が平成23年 12月 16日付

け基発 1216第 1号通達の記の第3(1)で定める作業(特定高線量作業)に該当する場合には、

別途盆墓を添付すること。また、東京電力(抹Jが、発注した作業のヱ事監理について自ら作業

を行う者とhして十鰐裳届を握出する場合は、ヱ事監理の対象となる作業名称{議注した工事名称}

と発注先、当該作業の作業屈の提出状況及び提出されている場合は受理番号について記載した書

翠を添付すること。

8 r放射線遼へい、遠隔操作等の被ぱく防止の措置Jについては、有効な放射線防護衣の着用、

被ぱくを低減するための作業工程~作業湯所までの移動方法の検討結果、・作業時間の設定、モy

クアyプによる訓練の実施予定等を含め、可能な限り具体的に記載すること。

~9 r汚染防止の措置」にういては、汚染水、汚染空気、汚染物等の事前の除去、除洗の実施方法

等も含め、可能な限り具体手的に記載するほか、万一、汚染が発生した場合の対処方法を記載す

ること。

10 r放射線環境」については、原則として、最新の外部放射線による実効線量の測定結果マップ

(作業場所の図面と兼ねても可。)を樹子すること。

11 rお染防止の措置」の欄IJ:，汚染拡大防止措置、汚染された物の取設い及び処理の方法等につ

いて可能な限り具体的に記入すること。

12 r熱中症予防措置等」には、暑熱な時期には、作業時間帯の設定、休憩の頻度、休憩時伺の長

さ、休軍車場所までの距離のほ市入保冷湖付言作業服等の若用、熱中症に関する労働衛生教育の実

盤主塞など熱中症対策の主要事項について記載するとともに任意の様式で作成した熱中症対策の

チェックリストを添付すること。暑熱な時期以外については、休憩の頻度、係強賂閣の長さ、休、

憩場所までの距離嬉について記載すること。

13 r事故等発生時の避難等の措置Jには、事故等が発生した場合の警報の方法、緊急に必要のあ

る応急措置、避難経路、被災者の緊急搬送の方法等について記載すること。避難場所及び避難経

路を記載した図面を添付すること。

14 r糊梯環境の監視の方法」の欄ば、測定器、測定の方法、測定の頻度等について記入するこ

と。

15 r備考Jの欄は、その他特記すべき事項、参考となる事項を記入すること。

16 r事業渚職氏名」の欄は、ー氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。



特定高線量作業として届け出る場合の作業届付票

1-1作業場所(注:作業場所の位置関係がわかる図面を添付すること.線量率の分布図で作業場所を抱援できる場合は省略可}

監替著記載欄
〔ロ府開

口蒸気タービン施設〕の鴎初
口これらの周辺

1-2作業場所の線量率:一一一一一一_mS曲 (注:俗鞠所の線量率の分布図を添付すること園)

|臨器棚.口0.1田帥以上である.

2.. f撲の概要

(概要〉

口 原子炉容器又は使用済燃料貯蔵設備の冷却機官官を維持する作業であ否。

設備等の名称
巴P

設備等の種類 口注水によ.:s冷却機能を維持するための設備

上記機能を維持す石ための設備等の 口修理 口取替.
口移銭患の追カ日

ローその他(

ロ放射性物質の数地タトの放出を抑制す石設僚の機能を維持する作業である。

監替署記載欄

設備の名称 、

口汚染水処理機能を維持するための設備

口汚染水や放射性物質が海洋、地下水、大気又は土壌に漏出することと防止するための機

設備の種類 飽を維持するための設備(海水循環装置、遮水壁、汚染物質保管コンテナ等}

口水素爆発の防止のための窒素封入機能を維持するための設備

ロその他{

上記設備の
口修理 口 取 替

の作業である。
口機器の追加

口その他匂(

監督署記載榔:上記によ明、特定高線量作業であるものと

ロ確認する。

ロ確認できない。・



様式第2号

元方事業者による関係請負人等の状況報告

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

事業者職氏名 @1 

平成 年 月 、日から平成 年 月 日までの関係請負人等

の状況について、次のとおり報告します。

1 平成 年 月中に実施した東京電力福島第一原子力発電所構内における放射線業

.務及び各種工事の内容及びその工期

2 平成 年 日制に原発事故収束作業に従事した事業者及び労働者の数

ヘ¥ ¥¥ . 事業者 労働者

元方事業者 )人

関係請負人 )社 ，)人

1次 ) 宇土 )人

2次 )社 )人

3次 )社 )入

4次 )社 )人

5次 )社 )人

6次 )社 )人

(注)当該月の末日の状況について記入すること。ただし、末日が土日または祝日の場合には、

その直前の日(土日または祝日を除く)について報告すること。



- 一般健康診断に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

E亙Eコ

下表の左欄の項目について、 1人1月ごとに各項目をコンマで区切って1行のデー

タとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉竜離放射線障害防止規則関係

Mp:llwww.mhlw伊，Jplbunya!roudoukijunl:百四neisei36/10.html

提出フォーマット

健診の種類(一般健診・雇入時健診)，個人番号，生丞量

鍾重呈」氏名のフリガナ，氏名，生年月日，雇入年月日，

性別(男，女)，健診年月日，既往歴，自覚症状(なし・

記述)，他党症状(なし・記述)， 

身長 (cm)，体重(kg)， BMI，腹囲 (cω ，右視力裸眼，

右視力矯正左禄力裸眼，左視カ矯正，右聴力 1000Hz

(所見なし・所見あり)，右聴力 4000Hz(所見なし・所

見あり)，左聴力 1000Hz(所見なし・所見あり)，左聴

力 4000Hz(所見なし・所見あり)，聴力検査方法(オー

ジオ・その他)， 

胸部エックス線検査(直接・間接)，撮影年月日，検査結

果(異常なし・記述)，フィルム番号，曙疾検査(異常な

11 し・記述)，収縮期血圧 (mmHg)，拡張期血圧 (mmHg)， 

血色素量(g/dU，赤血球数C万/mm3)，ヘマトクリット(%に

血小板数(万/rmf) • 
GOTCAST) (IU/L) . GPTCALT) CIU/U ， r-GTP (IU/υ ， 

総コレスチロール加g/dυ ，LDLコレステロール(mg/dυ，

HDLコレスチロール(mg/dU，トリグリセライド(mg/dυ ，

血糖(mg/dL).HbA1c(%). 

尿糖(+.一.+←←H圃→←i

一.+件+.+++吋).心電図(所見)， 

その他の検査，医師の診断(異常なし・要精密検査・要治

療・記述)，健診を実施した医師の氏名，健診を実施した

藍霊童」医師の意見.意見を述べた医師の氏名，備考，

飲酒状況飲酒開始年齢，飲酒終了年齢. 1日飲酒量(日

本酒換算:)，喫煙訣況，喫煙開始年齢，喫煙終了年齢. 1 

日喫煙本数

備考

-個人番号:京電が発行した作業員涯の番号

-年月日:年は西暦

胸部エックス線検査は撮影法を書

くこと。

(貧血検査}

〔肝機能検査)

(血糖検査)

(尿検査)

(.t.，電図検査)

-その他の検査:同時に行ったー般健診・電

離健診の項目以外の結果があれば記載す

るこ1::， jJlj添5にある項目を除く。

(生活習慣)



巨亙コ

. 電離放射線健康診断・臨時健康診断に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項〕

下表の左欄の項目について、 1人 1月ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセノレファイノレを公表し・ているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電隊放射線障害防止規則関係

http:!.八νww.mhlw.go.jplbunya/:同udo岨kijunlanzeneisei361lO.h加l

提出フォーマット | 備考

健診の種類(電離健診・臨時健診).個人番号，虫圭量鍾 l‘臥番号・東電車l嚇した作業員協番号

重量」氏名のフリガナ，氏名，性別(男・女).生年月日.I・年月日・年は西暦4桁

雇入年月日，判定と処置，健診年月日，

白血球数(個/mm3
) .リンパ球(首).単球似).異型リンパ I(血液検査)

球伐，).好中球棒状核仰戸好中球分葉核(首).藍虫墜主生

島L.-好酸球(目).好塩基球(略).赤血球数(万/mm3) .血

色素量 (g/dU .ヘマトクリツト仰にその他，

水晶体の混濁(有・無). I (自の検査)
発赤(有・祭).乾燥又iま縦じわ{有"祭).潰湯(有・¥(皮膚の検査う

無).爪の異常(有・無). 

体重.

その他の検査.全身的所見;自覚的訴え，参考事項，医師卜その他の検査:同時に行った一般健診・震

の診断(異常なし・要精密検査・要治療・記述).健診を| 高鵬診の項目以外の結果があれば記載す

実施した医師の氏名，健診を実施した施設名，医師の意見| ること。別添5にある項目を駅。

意見を述べた医師の氏名



別添4の1

- 作業・被ばく状況に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左榔の項目について、 1人の対象期間 u月又は3月)ごとに各項目をコンマ

で区切って 1行のデータとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

ht中ゴ~www.rnhlw.go.jplbunya/roudoukijun!anzeneisei36/10.h卸吐

提出フォーマット

氏名のフリガナ，氏名，生年月日，

性別(男・女).個人番号，虫圭量

盆霊呈ム緊急作業従事前の被ぱく線

量，住所，電話番号，緊急作業時の

所属事業場の名称，緊急作業時の所

属事業場の所在地，電話番号，現在

の所属事業場の名称，現在の所属事

業場の所在地，電話番号，

対象期間 (2011年OFf分).外部

被ぱく実効線量 (mSv).眼の水晶

体の等価線量 (mSv).皮鷹の等価

線量 (mSv) • 

預託線量 (mSv).測定日，摂取日，

核種，計測値:'(Bq) .核種，計iJ!!J値

(Bq) .核種，計測値 (Bq) •. 

通常田指定緊急作業の区別(通常・

指定緊急).作業の場所，作業の肉

容，安定ヨウ素剤の使用状況

【改行】

備考

(個人識別情報)

・外国人の場合、氏名欄は、漢字表記を持たない外国人の場合はローマ字

表記で記載し、住所欄には、現住所のほか、母国における住所及び国籍を

記入すること。

-生年月日:年は西暦で記載すること。

・個人番号:東電が発行した作業員:m;の番号

・緊急作業従事以前の被ぱく線量・不明な場合l土、放射線管理手帳の中央

登録番号を記載すること。

緊急作業時の所属事業場の名称、緊急作業時の所属事業場の所在地、

電話番号は、前回の報告から変更があった場合に記入すること，

・現在の所属事業場がない場合は、現在の所属事業場の名称にfなしJと寄

くこと。

(対象月分累積線量)

・緊急作業に従事している開は1月ごとに1園、通常の放射線業務に従事し

ている聞は3月ごとに1回、それぞれの累積線量を報告すること。

・被ばく線量は、報告時点の暫定値で差し支えなく、確定作業等により変更

があった場合は、次回報告時に修正報告を行うこと。

(内部被ばく測定結果)

(作業の場所・作業内容)

・作業の場所、作業の内容.指定緊急作業の場合に記入。

報告対象者が従事した作業に関して、平成23年5月23日付け基安売052

3第l号に基づき、原子力事業者文は元方事業者が所持労働基準監督署

に提出した「緊急作業における放射線作業局Jを提出している場合.は、そ

の届出日、作業件名、受付醤号を記載すること。

作業屈が提出されていない場合、元方・関係請負人にあっては、元方事業



場の名称、原子力事業者からの発注件名、関係請負が椅付負った工事のつ

名称を記載すること。 I
-安定ヨウ素弗jの使用状況:安定ヨウ素剤を服用していた場合はその期間

を、服用がなかった湯合は『なしJ1::記載すること。

F 



- 日々の被ばく線量に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

担型企三

下表の左欄の項目について、 1人1回の測定ごとに各項目をコンマで区切って 1行

のデータとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイノレを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

http://www:mhlw.go.jp/bunya/roudoukijunlanzeneisei36/10.html 

提出フォーマット 備考

氏名のフリガナ，氏名，生年月日.I (個〈識別情報)

個人番号，中央登録番号，測定開台|・個人番号:束郡t発行した惜員証の番号

日時，測定終了日時，外部被ぱく実 I(外部被ばく線量)
効線量 (mSv) ・ |・緊急作業に従事している場合は1月分の日々 の線量を、通常の放射線作

【改行】 | 業に従事している場合は3月分の日々 の線量を提出すること。

氏名のフリガナ， 氏名， 生年月日，トー回の被ぱく線量測定ごとに一行の記録とすること。

個人番号，中央登録番号，測定開始

日時，測定終了日時，外部被lまく実

効線量 (mSv)

【改行】



巨亙日

. その他の検査、健康相談・保健指導に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左繍の項目について、 1人1回ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

健康相談・健康指導の場合は(白内障)から(その他)まで空欄とすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイノレを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ>

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

http://www.mhlw.go必Ibunya!roudoukijunlanzeneisei3611 0加 nl

提出フォーマット 備考

健診の種類(その他の検査・健康相談等).個人番号，皇呈 -個人番号:東電が発行した作業員証の

登録番号.氏名のフリガナ，氏名，生年貝日，実施年月日， 番号

実施した医師名.実施した施設名， -年月日:年は西暦

白内障検査方法.眼の所見， (白内障〉

皮膚の所見， (皮膚)

甲状腺刺激ホルモン TSH.遊離トリヨードサイロニン free (甲状腺}

T3.遊離サイロキシンfreeT4. TRAb. MGPA.抗TPO抗体，

TgT.b.甲状腺超音波，

胃エックス線透被，胃内視鏡，ピロリ菌，ペプシノゲン 1 (上部消化管・宵)

(ng/ml) .ペプシノゲン 2(ng/ml) .ペプシノゲン 1/2比，

便潜血，大腸エックス線透視.大揚内祝鏡， (下部消化管・大腸)

頭部・頚部，胸部，腹部，その他の部位， (CT'M悶等)

HBsAg (定性). HBsAb (定性). HBcAb (定性). HBeAg (定性). (その他)

HBeAb (定性).HCVAb(定性).高惑度CRP(mg/ dl) • 

健康相談・保健指導の記事，医師の診断(傷病名) (健康相談・保健指導)



福島労働局長殿

主主安発 122 2 第 3 号

平成 23年 12月 22 日

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

(東電福島第一原発作業員健康対策室長)

(公印省略)

東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策等の徹底について

東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所Jという。)における緊急作業に係る安全衛生管

理対策については、東京電力に対し、平成23年 5月 23日付け基安発 0523第 1号「福島第一原

子力発電所における緊急作業に係る安全衛生管理対策の強化についてJにより通知、発電所に

おける工事等を受注している元方事業者に対し、平成 23年 7月 22日付け基安発 0722第 1号

「東京電力福島第一原子力発電所における被ばく管理の強化等について」により通知してい

るところであるが、平成23年 12月 16日に「東京電力福島第一原子力発電所・事故収束に向け

た道筋当面のロード、マッフ。Jfこおけるステップ。2が完了するとともに、平成23年 12月 16日付けで

「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障

害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令(厚生労働省令第 147号)Jが施行され、

被ばく限度を250ミリシーベルトとした特例省令が一部の経過措置対象者を除き廃止されたことに

かんがみ、別添1及び別添2のとおり、東京電力及び元方事業者に対し、発電所における安

全衛生管理対策等の徹底について通知したので了知するとともに、同発電所及び同元方事業

者を適切に指導されたい。



日豆コ
基安発 1222 第 1号

平成 23年 12月 22 日

東京電力株式会社

取締役社長西津俊夫殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

(東電福島第一原発作業員健康対策室長)

東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策等の徹底について

東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所Jという。)における緊急作業に係る安全衛生管

理対策については、平成 23年 5月 23日付け基安発 0523第 1号「福島第一原子力発電所にお

ける緊急作業に係石安全衛生管理対策の強化についてJ(以下10523通知jという。)により通知し

ているところですが、平成23年 12月 16日に「東京電力福島第一原子力発電所・事故収束に向け

た道筋当面のロードマップJにおけるステップ2が完了するとともに、平成23年 12月 16日付けで

「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障

害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令(厚生労働省令第 147号)Jが施行され、

被ばく限度を250ミリシーベルトとした特例省令が一部の経過措置対象者を除き廃止されたところ

です。

ついては、貴社においては、引き続き、下記により発電所構内における放射線業務及び各種工

事に係る安全衛生管理対策を強化し、貴社における関係請負人を含めた放射線業務及び各種工

事に係る総合的な安全衛生管理対策に万全を期すよう求めます。

なお、本通知の内容について、発電所構内において放射線業務及び各種工事を行う事業者に

も周知願います。

おって、 0523通知、平成 23年6月 27日付け基安発 0627第2号「東京電力福島第一原子力発

電所における関係、請負人の管理状況の把握についてJ(以下10627通知」という。)、及び平成 23

年 11月 24日付け基安発 1124第 l号「東京電力福島第一原子力発電所の事故収束に向けた各

種工事における労働災害防止対策の徹底についてjは、本通知をもって廃止します。

記

第1趣旨



労働者の安全と健康を確保するため、計画一実施ー評価 改善のサイクルによる安全衛生

管理に基づく安全管理、被ばく管理、健康管理等を徹底することが必要である。また、適切な安

全衛生管理体制の確立のためには、東京電力のみならず、東京電力から直接工事等を請け負う

事業者による安全衛生管理も必要不可欠であるほか、被ばく管理等の実施については、発電所

構内における放射線業務及び各種工事の実施主体である東京電力福島第一安定化センター

(以下「安定化センター」という。)、発電所施設の管理を実施している発電所、東京電力本庖(以

下「本庄jという。)がそれぞれの役割を果たす必要がある。このため、東京電力の第一義的な責

任のもとに、本庄、安定化センター、発電所及び元方事業者の実施事項を明確にした安全衛生

管理体制を構築する必要がある。

第2対象

本通知は、発電所構内において実施する放射線業務及び各種工事を対象とする。

第3安全衛生管理体制の確立

1東京電力として実施すべき事項

発電所構内における放射線業務及び各種工事に係る安全衛生管理については、労働安

全衛生法及び電離放射線障害防止規則(以下「電離貝JJjという。)に基づき各事業者に実施義

務があるが、放射線業務及び各種工事の実施において、東京電力が自ら行う作業について、

数次の請負契約のもとに複数の事業者の労働者が同ーの場所の作業場所で作業を行う場合、

安定化センターの長、発電所の長(以下「発電所長」という。)は、関係、請負人が事業者として

実施する措置が的確に行われるよう同人を指導又は援助するとともに、放射線業務及び各種

工事全体の安全衛生管理が適切に行われるよう、以下の事項を実施すること。

(1)発電所における安全衛生統括者の選任等

発電所長は、発電所構内における放射線業務及び各種工事全体の安全衛生管理が適

切に行われるよう、本底発電所責任者、安定化センターの長と協議のうえ、安全衛生統括者

を選任し、同人に以下の(3)から(6)に掲げる事項を実施させること。

(2)工事安全施工管理者の選任

発電所長は、原発各種工事の安全を担当する工事安全施工管理者を選任し、その者に

安全衛生統括者を補佐し、以下の(3)から(5)に掲げる事項のうち技術的事項を管理させるこ

と。また、発電所における各種工事の担当者を統括させ、特に危険な作業の実施の場合に

は、工事担当者による工事監理の際等に、工事監理及び被ばく管理に加え、現場における

安全確保措置についても必要な指導を実施させること。

なお、工事監理には、放射線管理部門、災害復旧担当部門だけでなく安全衛生管理部

門の担当者を積極的に関与させること。

(3) 関係請負人における安全衛生管理の職務を行う者の選任等



関係請負人に対し、安全衛生管理の職務を行う者を選任させ、次に掲げる事項を行わ

せること。

ア安全衛生統括者との連絡

イ以下の(4)から(6)までに掲げる事項のうち、当該関係請負人に係るものが円滑に行わ

れるようにするための安全衛生統括者との調整

ウ当該関係請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における

すべての関係請負人に対する作業間の連絡及び調整

(4) 放射線業務及び各種工事を行うすべての関係請負人を含めた安全衛生協議組織の

開催等

アすべての関係請負人を含めた安全衛生協議組織を設置し、 1月以内ごとに1回、定

期に開催し、安全衛生統括者、工事安全施行管理者及び関係請負人における安全衛

生管理の職務を行う者を参加させること。

イ安全衛生協議組織において協議すべき事項は、次のとおりとすること。

-本底、安定化センター、発電所と関係請負人間の調整に関すること

-外部放射線量及び空気中の放射性物質の濃度に係る作業環境測定の実施及びそ

の結果に基づく作業上の注意事項に関すること

-個々の請負関係を超えての近接工事実施の際の情報共有及び協力の推進、労働災

害の原因分析及び再発防止対策の推進等、各種工事における安全確保措置の充実

に関すること

-新規入場者教育等、放射線業務に関する事項を含む安全衛生教育の実施に関する

とと

・作業計画(労働者の被ばく管理及び労働者の受ける線量の低減化の方策に関するこ

とを含む。)の作成又は改善に関すること

-放射線業務及び、各種工事中における合図、警報等の統一に関すること

・事故が発生した場合の避難、その他の措置に関すること

(5) 作業計画の作成等に対する指導又は援助

ア関係請負人が作成する作業計画について、その内容が適切なものとなるよう適切な資

料・情報を提供するほか、必要に応じて関係請負人を指導し、又は援助すること。

イ関係請負人が行う作業のうち、 1日につき1ミリシーベルトを超えるおそれがあるものに

係る作業計画については、あらかじめ内容の確認を行うこと。

ワイの確認に当たっては、安定化センター又は発電所の放射線管理部門が被ばく管理

方法について重点的に確認を行い、必要な場合には作業計画の改善等について指導

又は援助を行うこと。

エ関係請負人が関係労働者に作業計画の周知を図るよう指導すること。

(6)被ばく状況の把握



第 4の2の事項を実施すること。

2 元方事業者が実施する事項

放射線業務及び各種工事において、東京電力が発注業務及び設計管理のみを行う場合、

本底、安定化センター又は発電所から直接仕事を請け負った事業者は元方事業者として、 1

の(3)から(5)を実施することとなるが、この場合においても、本庖発電所責任者、安定化センタ

ーの長、発電所長は、放射線業務及び各種工事の特殊性にかんがみ、 1の(2)、(4)及び (6)

については、元方事業者と緊密な連携の上、安全衛生統括者に実施させること。

第4 被ばく管理及び安全衛生教育の強化

1被ばく情報管理の一元化

発電所構内において放射線業務及び各種工事に従事する労働者全員について、労働

者基本情報及び被ばく線量情報を管理するためには、情報を一元的に管理することが必

要である。このため、関連情報を一元的に管理する組織(以下「一元管理組織Jという。)を

特定することにより、情報の統合を確実に行うこと。

2 放射線業務及び各種工事従事者の発電所構内への入退所管理機能の強化

発電所に立ち入るすべての労働者をもれなく把握するため、入退所を管理する場所を設

置し、発電所構内に立ち入るすべての労働者の入退所を確実に実施すること。

(1)労働者の基本情報の入手

発電所で放射線業務及び各種工事を行うすべての事業者から、所属する労働者の基本

情報(項目は、別添の 1参照)の提出を求め、それを保存すること。

(2) 新規入場者教育の実施

発電所において初めて放射線業務及び各種工事に従事するすべての労働者に対して、

放射線による有害性、保護具等の性能及び取扱方法、作業手順、事故時等における応急

措置及び待避に関すること、その他作業内容に応じて必要な事項を内容とする新規入場者

教育を実施し、実施記録を労働者の基本情報に追記すること。

(3)入構証等の発行及び入退所管理

新規入場者教育を修了した者に対して、 ID番号及び写真の付された入構証等を発行し、

ゲートの入場時刻、退場時刻をID番号に対応させて記録すること。

なお、入構証等は、社員証等、個人が特定できる番号等及び写真が付された既存の証

明書等で代替しても差し支えないが、入構証等を発行できる者は、東京電力の当該作業の

責任者及び元方事業者のみとすること。

(4)一元管理紙織への情報の伝達

(1)から(3)の情報を一元管理組織に速やかに伝達すること。

3確実な被ばく線量情報の記録

(1)発電所構内への入退所管理者は、放射線業務及び各種工事に従事する労働者の個人



線量計の外部データ(項目は、別添の 2参照)を、 1日ごとにlD番号に対応させて記録し、

情報を一元管理組織に伝達すること。

(2)発電所敷地内への入退所管理者は、(1)の記録を、 1日ごとに労働者に書面で通知する

こと。

(3) 平成 23年 12月 16日付け基発 1216号第 1号通達の記の3により、電離則第7条の緊

急被ばく限度(100ミリシーベルト)が適用されるとされている作業(発電所に属する原子炉施

設並びに蒸気タービン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、その線量が1時

間につき 0.1ミリシーベルトを超えるおそれのある場所において、原子炉施設若しくは使用

済燃料貯蔵槽を冷却する設備の機能を維持するための作業を行うとき又は原子炉施設の

故障、損壊等により、多量の放射性物質の放出のおそれがある場合に、これを抑制若しく

は防止するための機能を維持するための作業)(以下「特定高線量作業」という。)に従事す

る者が、 1月ごとに1回、内部被ぱくを測定できるよう測定期限が迫っている者に対し通知す

ることが可能な管理を行うとともに、iJ!U定結果を速やかに一元管理組織に伝達すること。

4 一元管理紙織による情報の統合及び通知

(I)労働者基本情報、被ばく情報の統合

一元管理組織は、労働者基本情報、被ばく情報をlD番号別に対応させて統合し、累積

線量を積算すること。

(2)事業者及び労働者への通知

一元管理組織は、統合された、すべての放射線業務及び各種工事に従事する労働者の

被ばく線量の累計を、外部被ばく線量については1週間ごとに1回、外部被ばく及び内部被

ぱくを合算したものについては1月ごとに1回、放射線業務及び各種工事を行う事業者に対

して文書で通知するとともに、伝達を受けた事業者は、累積線量を速やかに所属労働者に

文書で通知するとともに、保存すること。

第5 その他の留意事項等

1特定高線量作業中の立入禁止措置等

特定高線量作業に従事する労働者と、それ以外の作業に従事する労働者の被ばく線量は

区分して管理するとともに、特定高線量作業者であることを外見上識別できる措置を講じた上

で、特定高線量作業を実施中にその区域内に関係のない労働者が立ち入らないよう、作業指

揮者が監視する等の措置を実施すること。

2特定高線量作業従事後の被ばく限度等について

(1)被ばく限度について

平成 23年4月 28日付け基発 0428第 1号「緊急作業に従事した労働者のその後の緊急

作業以外の放射線業務による被ばく線量に係る指導についてJ(以下10428J通知という。)

の記の1の「特にやむを得ない緊急作業Jとは、特例省令による 250ミリシーベルトの被ばく



限度が適用されていた作業であり、ステップ2完了日以降に特定高線量作業に従事した労

働者のその後の特定高線量作業以外の放射線業務(以下「通常作業」という。)への従事に

ついては、当該特定高線量作業に従事した期間を含む期間における被ばく線量の合算が、

1年間につき 50mSv、かっ 5年聞につき 100mSvを超えないように管理すること。

(2) 労働者への処遇、配置等への配慮について

250ミリシーベルトの被ばく限度が適用されていた作業及び特定高線量作業で一定線量

以上被ばくした労働者については、 0428通知及び上記(1)により一定期間被ばく限度の管理

を行うとともに、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保

持増進のための指針J(平成 23年 10月 11日公示)により健康管理を行うことが必要となるが、

これら労働者がこれにより不利益な取扱がなされることのないよう、十分毘慮するとともに、そ

の処遇、西日置等については、本人の意向を十分に尊重し、かつ、その労働にふさわしいもの

となるよう、誠意ある対応を図ること。

3 臨時健康診断等

平成 23年 12月 16日付け福島労基発第 2340号及び 2341号に基づき、臨時の健康診断

等を確実に実施するとともに、作業開始前の労働者の体調確認、持病等を有する者に対する

医師又は保健師による保健指導等を行い、労働者の健康確保に万全を期すこと。

第6厚生労働省への報告

1事故等の報告

本庖発電所責任者、安定化センターの長、発電所長は、放射線業務及び各種工事におい

て労働災害等(医療施設において治療が必要なもの等の健康異常を含む。)が発生したとき、

火災又は爆発の事故、放射性物質若しくは放射性物質に汚染されたものの漏出又は異常被

ぱくが発生したとき、発電所構内に空間線量率が非常に高い場所を新たに発見したときなどは

速やかにその旨を富岡労働基準監督署に報告(様式任意)すること。

2安全衛生統括者の選任の報告

安全衛生統括者を選任した場合、発電所長は、その旨を富岡労働基準監督署に報告(様

式任意)すること。また、変更した場合も同様に報告すること。

3放射線作業の報告

(1)安全衛生統括者は、発電所構内で行われる放射線業務及び各種工事のうち、労働者の

被ばくする実効線量が1日につき1ミリシーベルトを超えるおそれのある作業を行う場合には、

あらかじめ(突発事態に対する対応等、状況を把握してから 24時間以内に対応する必要が

ある作業については、作業終了後に速やかに)、様式第1号により、元方事業者ごとに、建

屋又は施設別に区分けして、工事(作業)件名ごとに「東京電力福島第一原子力発電所に

おける放射線作業届jを、富岡労働基準監督署長に提出すること。

また、当該作業終了後にあっては、従事した労働者の平均実効線量、最高実効線量及び



総実効線量について、速やかに富岡労働基準監督署に報告(任意様式)すること。

(2) 元方事業者は、安全衛生統括者が提出する作業が、特定高線量作業に該当するものと

判断するものについて様式第1号の2の「特定高線量作業として届け出る場合の作業届付

票Jfこ当該作業に従事する労働者の名簿を添付して届け出るものとする。

(3) 上記第4の2の入退所を管理する場所を移設しようとする場合には、あらかじめ、移設の

時期、移設する場所、移設する設備の内容、配置について、富岡労働基準監督署に報告

すること。

4 労働者の被ばく線量の報告

(1)本j百の管理者は、発電所構内で放射線業務又は特定高線量作業に従事したすべての

労働者の被ばく線量の累計を、毎月末日に、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛

生課に報告すること。なお、報告の際は、特定高線量作業従事者とそれ以外の者について、

区分して報告すること。

(2)本庖の管理者は、廃止省令の附則第2条に規定される経過措置適用者について、(1)の

報告に併せて、毎月末にその被ばく状況を報告すること。

5 元方事業者による管理状況報告

東京電力が、発電所で行う放射線業務及び各種工事のうち、自ら行う仕事の一部を請け負

わせた場合、次に示す項目について、平成 24年1月分より、様式第2号により毎月、当該月

分をとりまとめ、当該月中に放射線業務及び各種工事を実施した、すべての関係請負人が記

載された請負体系図(任意様式)を添付の上、翌月 10日までに富岡労働基準監督署に報告

するニと。なお、平成 23年 12月分については、廃止前の 0627通知に基づき、平成 24年 1

月 10日までに富岡労働基準監督署へ報告すること。

(1)当該月中に実施中の放射線業務及び各種工事の内容及びその工期

(2) 当該月の末日(当該日)に放射線業務及び各種工事に従事した、①元方事業者の労働

者の数、②関係請負人及びその労働者の数

6安全衛生管理状況の報告

発電所長は、第3、第4の措置の実施状況について、平成 24年1月から3月分より、様式第

3号により四半期ごとに1回、富岡労働基準監督署に提出すること。なお、平成 23年 12月分

については、廃止前の 0523通達に基づき富岡労働基準監督署へ提出すること。

7 関係通達の改正

平成 23年 10月 14日付け基安発 1014第 3号「電離放射線障害防止規則の一部を改正

する省令の円滑な施行等についてJ(以下r1014通知」という。)の別添2から別添5を添付のと

おり改正する。



別添

1 労働者基本情報

ID番号、所属事業場名、氏名、職種、生年月日、住所、電話番号、雇入年月日、直近

の健診受診日(特殊、一般)、新規入場者教育実施日時

2 被ばく線量管理記録

(1) Jヴィレッジで線量管理を行っている労働者

ID番号，氏名、作業場所/作業概要、線量計番号、入所日時(発電所に向けて、

Jヴィレッジのゲートを通過した日時)、退所日時(発電所から帰着し、 Jヴィレッジ

のゲートを通過した日時)、線量計使用開始日時、線量計使用終了日時、使用終了時指

示値 (mSv)

(2) 発電所で線量管理を行っている労働者

(1)の項目に加え、 Jヴィレッジから発電所までの移動中の被ばく線量 (mSv)

(※)線量管理場所がJグィレッジから移設した場合は、 Jヴィレッジを当該変更場所に

読み替えること



東京電力福島第一原子力発電所における放射線作業届
事業の種類 フE 方事業 場 の 名 称 事 業 場 (j) 

作業の件名

作業指揮者の
職 氏 名

関係請負人の
名称、及び所在地

作業の場所

作業の期間
作業者数

( 全体工期)
元方事業場 関係、請負人

作業の概要
(作業規模.

外部放射線による線量当量率 (mSvlh)

放射線環境 表面汚染 (Bq/cm2)

空気中濃度 (Bq/cm3)

京遠被蔚ば隔夜く操防遮止作への等い措置、の

汚 染防止の措 置

保護衣及び
保 護 具

警 報 言十
放射線測定器

(警報設定値)

熱中症予防措置等

事 故等発生 時の
避難等の措 置

外部放射線による線量当量率 (mSvlh)

放射線環境の
表面汚染 (Bq/cm2)

監視の方法

空気中濃度 (Bq/cm3)

平均実効線量 (mSv)

推定実効線 量 最高実効線量 (mSv)

総実効線量(人.mSv) 

平成 年 月 日

事業者職氏名

発注者として上記作業届を確認しました。

東京電力担当者職氏名

労働基準監督署長殿

備考

様式第 1号

f7f 否‘ 地

J口L 計

閉

閉



備考

1 r事業の種類」の欄は、日本標準産業分類の中分類により記入すること。

2 r元方事業場」の欄は、東京電力(株)が自ら仕事を行う場合は、同社の事業場名(伊ij:東京

電力側福島第一原子力発電所)を記載し、聞社が発注及び設計監理のみを行う場合は、同社から

直接仕事を請け負った事業者名を記載すること。

元方事業場が東京電力以外の場合、東京電力(株)の当該作業を監理する部署の責任者は、作

業届の内容が適切であるかどうかを確認のうえ、職氏名を記載することの

3 r作業指揮者職氏名j の欄は、元方事業場の職員であって実際に作業指揮を行う者の職氏名を

を記載すること。

4 作業の名称Jの欄は、元方事業場が東京電力以外の場合は、東京電力闘から発注された名称

を記載すること。

5 r関係請負人の名称及び所在地Jの欄には、全ての関係請負人を記載すること。

6 r作業の期間Jについては、除染、清掃といった定型作業を除き、おおむね 1ヶ月を超えない

よi二。発注された工期が 1ヶ月を超える場合は、分割して作業届を提出することし、分割して届

け出る場合括弧内には全体の工期を記載すること。

7 r作業の概要」の欄は、可能な限り具体的に記入するものとし、作業工程の概要が分かる書面

及び実際の作業場所がわかる図面を添付すること。括弧内に作業規模( 日当たりの作業者数×

一日当たりの作業時間×作業日数)を記載すること。また、当該作業が平成 23年 12月 16日付

け基発 1216第 1号通達の記の第 3(1)で定める作業(特定高線量作業)に該当する場合には、

別途企墨を添付すること。また、東京電力(株)が、発注した作業の工事監理について自ら作業

を行う者として作業届を提出する場合は、工事監理の対象となる作業名称(発注した工事名称)

と発注先、当該作業の作業届の提出状況及び提出されている場合は受理番号について記載した書

墾を添付すること。

8 放射線遮へい、遠隔操作等の被ばく防止の措置Jについては、有効な放射線防護衣の着用、

被ぱくを低減するための作業工程、作業場所までの移動方法の検討結果、作業時間の設定、モツ

クアップによる訓練の実施予定等を含め、可能な限り具体的に記載すること。

.9 汚染防止の措置Jについては、汚染水、汚染空気、汚染物等の事前の除去、除洗の実施方法

等も含め、可能な限り具体手的に記載するほか、万一、汚染が発生した場合の対処方法を記載す

ること。

10 r放射線環境j については、原則として、最新の外部放射線による実効線量の測定結果マップ

(作業場所の図面と兼ねても可。)を添付すること。

11 r汚染防止の措置Jの欄は、汚染拡大防止措置、汚染された物の取扱い及び処理の方法等につ

いて可能な限り具体的に記入すること。

12 熱中症予防措置等」には、暑熱な時期には、作業時間帯の設定、休憩の頻度、休憩時間の長

さ、休憩場所までの距離のほか、保冷掬I付き作業服等の着用、熱中症に関する労働衛生教育の実

撞王室など熱中症対策の主要事項について記載するとともに任意の様式で作成した熱中症対策の

チェックリストを添付すること。暑熱な時期以外については、休憩の頻度、休憩時間の長さ、休

憩場所までの距離等について記載すること。

13 r事故等発生時の避難等の措置」には、事故等が発生した場合の警報の方法、繋急に必要のあ

る応急措置、避難経路、被災者の緊急搬送の方法等について記載すること。避難場所及び主非難経

路を記載した図面を添付すること。

14 r放射線環境の監視の方法Jの欄は、測定器、測定の方法、測定の頻度等について記入するこ

と。

15 r備考」の欄は、その他特記すべき事項、参考となる事項を記入すること。

16. r事業者職氏名」の欄は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。



特定高線量作業として届け出る場合の作業届付票

| 縛の仰ぴーがあぶ掛服飾 J

1-1作業場所(注・作業場所の位置関臓がわかる図面を添付すること。糠量率の分布図で作業場所在把握できる場合は省略可)

監督署記載棟 るあ域区の
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1-2作業場所の線量率一一一一一一_mSvlh 注:作業場所の線量率の分布図を添付すること。)

|監督署記載機:口O.lmSvlh以上である。

2. 作業の概要

(概要)

‘口 原子炉容器又は使用済燃料貯蔵設備の冷却機能を維持する作業である。

叱設備等の名称

設備等の種類 ロ注水による冷却機能を維持するための設備

口 修 理 口取替
上記機能を維持すあための設備等の 口機器の追加

ロその他(

ロ放射性物質の敷地外への放出を抑制すQ設備の機能を維持する作業である。

監督署記載禰
設備の名称

口汚染水処理機能を維持するための設備

口汚染水や放射性物質が海洋、地下水、大気又は土壌に漏出することと防止するための機

設備の種類 能を維持するための設備(海水循環装置、遮水壁、汚染物質保管コンテナ等)

ロ水素爆発の防止のための窒素封入機能を維持するための設備

ロその他(

上記設備の
口修理 口取替

の作業である。
ロ機器の追加

口その他(

監督馨記載榔:上記により、特定高線量作業であるものと

口確認する。

口確認できない。



様式第2号

元方事業者による関係請負人等の状況報告

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

事業者職氏名 旬

平成 年 月 日から平成 年 月 日までの関係請負人等

の状況について、次のとおり報告します。

1 平成 年 月中に実施した東京電力福島第一原子力発電所構内における放射線業

務及び各種工事の内容及びその工期

2 平成 年 日(注)に原発事故収束作業に従事した事業者及び労働者の数

¥¥¥¥  事業者 労働者

元方事業者 )人

関係請負人 )社 )人

1次 )社 )人

2次 )社 )人

3次 )社 )人

4次 )社 )人

5次 )社 )人

6次 )社 )人

(注)当該月の末日の状況について記入すること。ただし、末日が土日または祝日の場合には、

その直前の日(土日または祝日を除く)について報告すること。



様式第3号

東京電力福島第一原子力発電所構内における安全衛生管理状況報告

平成 年 月 日

労働基準監督署長殿

事業者職氏名 旬

平成 年 月 日から平成 年 月 日まで(第四半期)の

安全衛生管理状況について、次のとおり報告します。

1 安全衛生管理体制

(1)安全衛生統括者の職氏名:

( 2)工事安全施工管理者の職氏名:

(3)元方事業者の安全衛生管理を行う者の職氏名:

(4)安全衛生管理体制

福島第一原子力発電所 組織名 人数

放射線管理担当 専任 人 併任人

工事安全施工管理担当 専任 人 開壬人

安全衛生委員会担当 専任 人 併任人

安全衛生教育担当 専任 人 併任人

作業計画審査担当 専任 人 併任人

熱中症対策担当 専任 人 併任人

安全衛生協議会担当 専任 人 併任人

(5)健康管理体制

福島第一原子力発電所

医師・看護師等の人数

医師

人(内精神科医 人)

看護師等

人



匝二看護師等の腕時間

Jヴィレッジ 医師

医師・看護師等の人数 人(内精神科医.

医師・看護師等の勤務時間

2 東京電力が自社労働者の安全衛生管理として実施した事項

(1)安全衛生委員会の開催状況

看護師等

人) 人

|開催月日|被ばく管理上問題となった調査審議事項| 改善状況 |改善月日

(2)作業計画又は作業の作成状況

作業計画のうち被ばく管理

上重要な部分を変更したも 変更 内 !iコH・ 変更月日

の又はその作業(工事)名

(3)電離放射線健康診断結果に基づく電離則第 59条に該当する措置の実施状況

措 置 の 内 容 当該措置を行った労働者数 実施月日 | 

(4) メンタルヘルス対策の実施状況

措 置 の 内 廿~ 当該措置を行った労働者数 実施月日

ストレスによる症状・不調の確認(問

診票の配布等)

メンタルヘルス相談、面談の実施



|専門医への受診等事後措置の実施 つ
J 

( 5)熱中症対策の実施状況

措 置 の 内 令$. 実施内容 実施月日

休憩所の設置

休憩時間の確保

保冷剤付き作業服等の配布等

熱中症に関する労働衛生教育

3 関係請負人に対する実施事項

(1)安全衛生協議車邸哉の開催状況

関4僅月日 被ばく管理も含めた安全衛生管理上 改善状況 改善月日|

問題となった協議事項

(2)関係請負人の作業計画に対する指導等の実施状況

被ばく管理も含めた安全衛生管理上

作業(工事)名 作業内容 重要な事項に関し行った指導又は援 実施月日

助の内容

(3)関係請負人が行う安全衛生教育に対する指導等の実施状況

教育名 被ばく管理も含めた安全衛生管理上

(関係請負人数) 教育内容 重要な事項に関し行った指導又は援 実施月日

助の内容



(4 )関係請負人が行うメンタノレへ/レス対策の指導等の実施状況

措 置 の 内 n令~ 当該措置を行った労働者数

ストレスによる症状・不調の確認(問

診票の配布等)

メンタノレヘルス相談、面談の実施

専門医への受診等事後措置の実施

(5)関係請負人が行う熱中症対策の指導等の実施状況

措 置 の 内 廿~ 実施内容

休憩所の設置

休憩時間の確保

保冷剤付き作業服等の配布等

熱中症に関する労働衛生教育

( 6) 関係、請負人が行った健康管理に対する指導等の実施状況

イ 電離放射線健康診断の実施に対する指導等

実施月日

実施月日

指導 又は l援助の内 容 関係請負人数(労働者数) I実施月日

ロ 関係請負人所属労働者に対する電離則第 59条に該当する措置に関して行った指

導等

措置の内容 指導又は援助の内容 |関係請負人数(労働者数) I実施月日



備考

1 各報告事項について、必要に応じ別紙を用いて記載すること。

2 本様式のほか、安全衛生管理規程、保安規定、その他労働者の安全と健康の確保のため

に必要な事項を定めた規定等及び業務の概要を示す書面(パンフレットで可)を添付する

こと。

3 上記2の添付書類については、その前回の報告内容から変更がない部分については報告

する必要はないものであること。

4 本様式の 3については、原子力事業者が関係請負人に対して実施した事項のみならず、

元請工事業者が関係請負人に対して実施した事項についてもできる限り記載すること。

5 3 (1) ~ (3)については、被ばく管理上の問題だけではなく、原発各種工事を安全

に実施する王で問題となった事項や重要と考えられる事項についても記載すること。

6 r事業者職氏名」の欄は、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができ

る。



4・一般健康診断に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

ヨ亙己

下表の左欄の項目について、 1人 1月ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧雇用・労働ー労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/1 O.html 

提出フォーマット | 備考

健診の種類(一般健診・雇入時健診).個人番号，皇去量|・個人番号・東電が発行したf宇業員証の番号

鍾重呈」氏名のフリガナ，氏名，生年月日，雇入年月日，卜年月日:年は西暦

性別(男・女).健診年月日，既往歴，自覚症状(なし・

記述).他覚症状(なし・記述) • 

身長 (cm).体重(kg).BMI.腹囲 (cm).右視力裸眼，

右視力矯正，左視力裸眼，左視力矯正，右聴力 1000Hz

(所見なし・所見あり).右聴力 4000Hz(所見なし・所

見あり).左聴力 1000Hz(所見なし・所見あり).左聴

力 4000Hz(所見なし・所見あり).聴力検査方法(オー

ジオ・その他) • 

胸部エックス線検査(直接・間接).撮影年月日，検査結

果(異常なし・記述).フィルム番号，稽疾検査(異常な

11し・記述).収縮鶏血圧(耐g) .拡張期血圧(耐g) • 

血色素量(g/dL).赤血球数(万/mm3
).ヘマトクリツト(%).

血小板数(万/附nり，

GOTCAST) (IU/U . GPTCAL T) (1 U/U • r -GTP (IU/U . 

総コレステロール(mg/dL). LDLコレステロール(mg/dU.

HDLコレステロール(mg/dL).トリグリセライド(mg/dυ ，

血糖(mg/dυ.HbA1c作色). 

尿糖(+・ー・++・+++).尿蛋白(+・ー・++・+++).尿潜血(+・

-.++.+++).心電図(所見)， 

その他の検査，医師の診断(異常なし・要精密検査・要治

療・記述).健診を実施した医師の氏名，健診を実施した

車量盆」医師の意見，意見を述べた医師の氏名，備考，

飲酒状況，飲酒開始年齢，飲酒終了年齢， 1日飲酒量(日

本酒換算)，喫煙状況，喫煙開始年齢，喫煙終了年齢. 1 

日喫煙本数

胸部エックス線検査は撮影法を書

くこと。

(貧血検査)

(肝機能検査)

(血糖検査)

(尿検査)

(心電図検査)

その他の検査.同時に行った一般健診・電

離健診の項目以外の結果があれば記載す

ること。 glJ添5にある項目を除く。

(生活習慣)



巨亙己

- 電離放射線健康診断・臨時健康診断に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人 1月ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について>分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準>事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き 安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

http://www.mhlw.go.jplbunyalroudoukijunlanzeneisei3 6/1 O.h加 l

提出フォーマット 備考

健診の種類(電離健診・臨時健診).個人番号，中央登録 -個人番号:東電が発行した作業員証の番号

番号，氏名のフリガナ，氏名，性J.jJj(男・女).生年月日， -年月日年は西暦4桁

雇入年月日，判定と処置，健診年月日，

白血球数(個/附n3) .リンパ球(首).単球(拡).異型リンパ (血液検査)

球(出).好中球棒状核(拡).好中球分葉核(目).好中球全体

血L好酸球(略).好塩基球(略).赤血球数(万/mm3) .血

色素量 (g/dU.ヘマトクリツト(略).その他，

水品体の混濁(有・無). (目の検査)

発赤(有・無).乾燥又は縦じわ(有・無). ;貴煽(有・ (皮膚の検査)

無) .爪の異常(有・無) . 

体重，

その他の検査，全身的所見，自覚的訴え，参考事項，医師 その他の検査同時に行った般健診・電

の診断(異常なし・要精密検査・要治療・記述).健診を 離健診の項目以外の結果があれば記載す

実施した医師の氏名，健診を実施した施設名，医師の意見， ること。別添5にある項目を除く。

意見を述べた医師の氏名



回墜4(1)1

- 作業・被ばく状況に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人の対象期間(J月又は 3月)ごとに各項目をコンマ

で区切って 1行のデータとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイノレを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働ー労働基準>事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

http://www.mhlw.go.jplbunyalroudoukijunlanzeneisei36/10.html 

提出フ ォ ー マ ッ ト

氏名のフリガナ，氏名，生年月日，

性別(男・女) .個人番号，皇室呈

盆重量L緊急作業従事前の被lまく線

量，住所，電話番号，緊急作業時の

所属事業場の名称，緊急作業時の所

属事業場の所在地，電話番号，現在

の所属事業場の名称，現在の所属事

業場の所在地，電話番号，

備考

(個人識別情報)

外国人の場合、氏名欄は、漢字表記を持たない外国人の場合はロー7 字

表記で記載し、住所禰には、現住所のほか、母国における住所及び国籍を

記入すること。

・生年月日年は西暦で記載すること。

-個人番号.東電が発行した作業員証の番号

-緊急作業従事以前の被ばく線量:不明な場合は、放射線管理手援の中央

登録番号を記載すること。

緊急作業時の所属事業場の名称、緊急作業時の所属事業場の所在地、

電話番号は、前回の報告から変更があった場合に記入すること。

・現在の所属事業場がない場合は、現在の所属事業場の名称に「なし」と書

くこと。

対象期間 (2011年O月分) .外部 I(対象的累積線量)

被ぱく実効線量 (mSv) .眼の水晶卜緊急作業に従事している聞は1月ごとに1園、通常の放射線業務に従事し

体の等価線量 (mSv) • 皮膚の等価| ている問は3月ごとに1回、それぞれの累積線量を報告すること。

線量 (mSv) • ト被ばく線量は、報告時点の暫定値で差し支えなく、確定作業等により変更

預託線量 (mSv).測定日，摂取日，

核種，計測値 (Bq).核種，計jJlIJ値

(Bq) .核種，計測値 (Bq) • 

通常・指定緊急作業の区別(通常・

指定緊急).作業の場所，作業の内

容，安定ヨウ素剤の使用状況

【改行】

があった場合は、次回報告時に修正報告を行うこと。

(内部被ぱく測定結果)

(作業の場所・作業内容)

・作業の場所、作業の内容:指定緊急作業の場合に記入。

報告対象者が従事した作業に関して、平成23年5月23日付け基安売052

3第1号に基づき、原子力事業者又は元方事業者が所轄労働基準監督署

に提出した「緊急作業における放射線作業届」を提出している場合は、そ

の届出目、作業件名、受付番号を記載すること。

作業届が提出されていない場合、元方・関係請負人にあっては、元方事業



場の名称、原子力事業者からの発注件名、関係請負が請け負った工事の

名称を記載すること。

を、 s[用がなかった場合は「なしjと記載すること。



4・5々 の被ばく線量に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

別添4の2

下表の左欄の項目について、 1人 1回の測定ごとに各項目をコンマで区切って 1行

のデータとすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働 労働基準〉事業主の方へ>

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

h壮p://www.mhlw.go.jp/bunya!roudoukijunlanzeneisei36/1 O.h加11

提出フォーマット 備考

氏名のフリガナ，氏名，生年月日， (個人識別情報)

個人番号，中央登録番号，測定開始 -個人番号・東電が発行した作業員証の番号

日時，測定終了日時，外部被ぱく実 (外部被ばく線量)

効線量 (mSv) -緊急作業に従事している場合は1月分の日々の線量を、通常の放射線作

【改行】 業に従事している場合は3月分の日々 の線量を提出すること。

氏名のフリガナ，氏名，生年月日， 回の被ぱく線量測定ごとに一行の記録とすること。

個人番号，中央登録番号，測定開始

日時，測定終了目時，外部被Iまく実

効線量 (mSv)

【改行】



団豆コ

. その他の検査、健康相談・保健指導に係る提出形式(フォーマット)

(留意事項)

下表の左欄の項目について、 1人 1回ごとに各項目をコンマで区切って 1行のデー

タとすること。

健康相談・健康指導の場合は(白内障)から(その他)まで空欄とすること。

入力に当たっては、備考欄の事項に留意すること。

入力用エクセルファイルを公表しているので活用のこと。

厚生労働省ホームページ〉政策について〉分野別の政策一覧ー雇用・労働 労働基準〉事業主の方へ〉

労働基準関係法令の主要様式・手続き一安全衛生関係主要様式〉電離放射線障害防止規則関係

h仕p://www.mhlw.go.jplbunya/roudoukijunlanzeneisei36/10.html

提出フォーマット 備考

健診の種類(その他の検査・健康相談等)，個人番号，皇去 個人番号:東電が発行した作業員証の

登録番号，氏名のフリガナ，氏名，生年月 8，実施年月日， 番号

実施した医師名，実施した施設名， -年月日年は西暦

白内障検査方法，眼の所見， (白内障)

皮膚の所見， (皮膚)

甲状腺刺激ホルモン TSH，遊離トリヨードサイロニン free (甲状腺)

T3，遊離サイロキシン freeT4， TRAb， MCPA，抗 TPO抗体，

TgAb，甲状腺超音波，

胃エックス線透視，胃内視鏡，ピロリ菌，ペプシノゲン 1 (上部消化管・胃)

(ng/ml) ，ペプシノゲン 2(ng/ml) ，ペプシノゲン 1/2比，

便潜血，大腸エックス線透視，太腸内視鏡， (下部消化管・大腸)

頭部・頚部，胸部，腹部，その他の部位， (CT'MRI等)

HBsAg (定性)， HBsAb (定性)， HBcAb (定性)， HBeAg (定性)， (その他)

HBeAb (定性)， HCVAb(定性)，高感度CRP(mg/ dl) ， 

健康相談・保健指導の記事，医師の診断(傷病名) (健康相談・保健指導)



別記の元方事業者

代表者殿

ロ亙己
基安発 1222 第 2号

平成 23年 12月 22 日

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

(東電福島第一原発作業員健康対策室長)

東京電力福島第一原子力発電所における安全衛生管理対策等の徹底について

貴社が受注されている東京電力福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)での緊

急作業における被ばく管理を含む安全衛生管理体制の強化については、平成 23年 7月 22

日付け基安発 0722第 1号(以下 10722通知」という。)により、通知しているところです

が、平成 23年 12月 16日に「東京電力福島第一原子力発電所・事故収束に向けた道筋当面の

ロードマップ」におけるステップ2が完了するとともに、平成23年 12月 16日付けで「平成二十三年

東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の

特例に関する省令を廃止する等の省令(厚生労働省令第 147号)Jが施行され、被ばく限度を

250ミリシーベルトとした特例省令が一部の経過措置対象者を除き廃止されたところで、す。

ついては、貴社においては、引き続き、下記により発電所構内における放射線業務及び各種工

事に係る安全衛生管理対策を強化し、貴社における関係請負人を含めた放射線業務及び各種工

事に係る総合的な安全衛生管理対策に万全を期すよう求めます。

なお、本通知の内容について、発電所構内において放射線業務及び各種工事を行う関係請負

人にも周知願います。

おって、平成 23年6月 27日付け基安発 0627第 1号「東京電力福島第一原子力発電所にお

ける元方事業者による関係請負人の管理状況の把握についてJ(以下、 10627通知」という。)、及

び 0722通知は、本通知をもって廃止とします。

記

第 1 安全衛生管理体制の確立

1 元方事業者たる貴社が実施すべき事項

発電所構内における放射線業務及び各種工事に係る安全衛生管理については、労働安全

衛生法及び電離放射線障害防止規則(以下「電離則jという。)に基づき各事業者に実施義務

があるが、発電所構内における放射線業務及び各種工事の実施において、貴社が東京電力か

ら注文を受け、同一の場所で、自ら行う仕事を請負契約のもとに、請負人に請け負わせ



ている状況において、元方事業者たる貴社(以下「元万事業者」とし寸。)は、請負人(元

方事業者の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後

次すべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人Jとしづ。)の実施

する事業者としての措置が的確に行われるよう、関係請負人を指導又は援助するととも

に、発電所構内の作業における放射線業務及び各種工事全体の安全衛生管理が適切に行わ

れるよう、法令の規定に定める事項を含め、以下の事項を実施することo

(1) 放射線業務及び各種工事における安全衛生管理が適切に行われるよう、元方事業

者の作業を統括管理する者のうちから安全衛生統括者(一定規模の建設業にあっては、

統括安全衛生責任者をいう)(廃止前の 0722通知記の第 1の1の(1)。以下同じ。)を

選任し、東京電力が選任している安全衛生統括者及び原発各種工事安全施工管理者と

連携を図りつつ、以下の(2)から (5)に掲げる事項を実施させること。

(2) 関係請負人における安全衛生管理の職務を行う者の選任等

関係請負人に対し、安全衛生管理の職務を行う者を選任させ、次に掲げる事項を行

わせること。

ア 元方事業者の安全衛生統括者との連絡

イ 以下の (3)から (5)までに掲げる事項のうち、当該関係請負人に係るものが円滑に

行われるようにするための元方事業者の安全衛生統括者との調整

ワ 当該関係請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合におけ

る関係請負人に対する作業聞の連絡及び調整

(の すべての関係請負人を含めた安全衛生協議組織の開催等

ア 東京電力が開催する安全衛生協議組織と連携しつつ、すべての関係請負人を含め

た安全衛生協議組織を設置し、 1月以内ごとに 1回、定期に開催すること。

イ 安全衛生協議組織において協議すべき事項は、次のとおりとすること。

-被ばく管理に関すること

・新規入場者教育等、放射線業務に関する事項を含む安全衛生教育の実施に関する

こと

-個々の請負関係を超えての近接工事実施の際の情報共有及び協力の推進、労働災害

の原因分析及び再発防止対策の推進等、各種工事における安全確保措置の充実

に関すること

・作業計画(労働者の被ばく管理及び労働者の受ける線量の低減化の方策に関する

ことを含む。)の作成又は改善に関すること

-放射線業務及び各種工事における合図、警報等の統一に関すること

・事故が発生した場合の避難、その他の措置に関すること

(4) 作業計画の作成等に対する指導又は援助

ア 関係請負人が作成する作業計画について、その内容が適切なものとなるよう必要

に応じて関係請負人を指導し、又は援助すること。

イ 関係請負人が行う作業のうち、 1日につき 1ミリシーベルトを超えるおそれがあ

るものに係る作業計画について、あらかじめ内容の確認を行うとともに、第4の1



に基づき、富岡労働基準監督署に放射線作業の報告を行うこと。

ア関係請負人に自社労働者に対して作業計画の周知を図るよう指導すること

(5) 被ばく状況の把握

以下の 2に掲げる事項を実施すること。

2 被ばく管理の一元化

元方事業者は、放射線業務及び各種工事に従事する元方事業者及び関係請負人の労働

者の被ばく管理を適切に実施するため、放射線管理責任者を選任し、第 1の1の安全衛

生統括者の指揮のもと、以下の事項を含む、関係請負人の労働者の被ばく管理も含めた

一元管理を実施させること。

(1) 東京電力と連携し、元方事業者及び関係請負人の労働者の被ばく管理を行うこと。

(2) 関係請負人の労働者の被ばく管理が適切に行われるよう、関係請負人の放射線管

理担当者を指導すること。

(3) 東京電力の発行する「作業員証及び入構登録証」を記名者本人以外に使用される

ことのないよう適切な管理を行うこと。

(4) 東京電力が開催する安全衛生協議組織に参加し、放射線管理に関する事項を協議

すること。

(5) その他放射線管理のために必要な事項を実施すること。

3 安全衛生教育の適切な実施

(1) 元方事業者は、自社労働者のうち、新たに発電所内の作業に従事する者に対して、

放射線による有害性に関すること、保護具等の性能及び取扱方法に関すること、作業

手順に‘関すること、作業開始時の点検に関すること、発電所内の作業に関して発生す

るおそれのある疾病の原因及び予防に関すること、整理、整頓及び清潔の保持に関す

ること、事故時等における応急措置及び待避に関することその他作業内容に応じて必

要な事項を内容とする新規入場者教育を実施し、実施記録を保存すること。

また、労災補償制度の概要についても、局知を図ること。

(2) 元方事業者は、関係請負人が(1)に掲げる教育を実施できるよう、必要な指導又は

援助を行うこと。

第2 被ばく測定・評価等の適切な実施

元方事業者は、東京電力と連携し、元方事業者及び関係請負人のすべての労働者の被

ばく測定状況を確実に把握し、管理する体制を構築し、以下の事項を実施すること。

1 内部被ばく測定・評価の適切な実施

平成 23年 12月 16日付け基発 1216号第 1号通達の記の3により、電離則第7条の緊急被

ばく限度(100ミリシーベルト)が適用されるとされている作業(発電所に属する原子炉施設並び

に蒸気ターピ、ン及びその附属設備又はその周辺の区域であって、その線量が1時間につき

0.1ミリシーベルトを超えるおそれのある場所において、原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵

槽を冷却する設備の機能を維持するための作業を行うとき又は原子炉施設の故障、損壊等に



より、多量の放射性物質の放出のおそれがある場合に、これを抑制若しくは防止するための機

能を維持するための作業)(以下「特定高線量作業!という。)に従事するすべての労働者に

対して、 1月ごとに 1回、内部被ばく測定を実施し、その結果を労働者に遅滞なく通知

すること。

2 被ばく線量等の通知等の適切な実施

(1) 元方事業者は、発電所内の作業に従事する労働者に関して、東京電力と連携し、

以下の事項を実施すること。

ア 日々の被ばく線量について、文書により、労働者本人に通知すること。

イ 外部被ぱくの累積線量については、 1週間ごとに 1回、外部被ばく累積線量及び

内部被ばく線量を合算したものについては 1月ごとに 1回、文書で、労働者木人に

通知すること。

(2) 元方事業者は、関係、請負人の放射線管理担当者が、自社の労働者に関して、(1)の

事項を実施できるよう、必要な指導又は援助を行うこと。

第3 その他の留意事項等

1立入禁止措置等

特定高線量作業に従事する労働者と、それ以外の作業に従事する労働者の被ばく線量は

区分して管理するとともに、特定高線量作業者であることを外見上識別できる措置を講じた上

で、特定高線量作業を実施中にその区域内に関係のない労働者が立ち入らないよう、作業指

揮者が監視する等の措置を実施すること。

2 特定高線量作業従事後の被ばく限度等について

(1)被ばく限度について

平成 23年4月 28日付け基発 0428第 1号「緊急作業に従事した労働者のその後の緊急

作業以外の放射線業務による被ばく線量に係る指導についてJ(以下r0428J通知という。)

の記の1の「特にやむを得ない緊急作業」とは、特例省令による 250ミリシーベルトの被ばく

限度が適用されていた作業であり、ステップ2完了日以降に特定高線量作業に従事した労

働者のその後の特定高線量作業以外の放射線業務(以下「通常作業」という。)への従事に

ついては、当該特定高線量作業に従事した期間を含む期間における被ばく線量の合算が、

1年間につき 50mSv、かつ 5年間につき 100mSvを超えないように管理すること。

(2) 労働者への処遇、配置等への配慮について

250ミリシーベルの被ばく限度が適用されていた作業及ひ'特定高線量作業で一定線量以

上被ばくした労働者については、 0428通知及び上記(1)により一定期間の被ばく限度の管理

を行うとともに、「東京電力福島第一原子力発電所における緊急作業従事者等の健康の保

持増進のための指針J(平成 23年 10月 11日公示)により健康管理を行うことが必要となるが、

これら労働者がこれにより不利益な取扱がなされることのないよう、十分配慮するとともに、そ

の処遇、配置等については、本人の意向を十分に尊重し、かっ、その労働にふさわしいもの

となるよう、誠意ある対応を図ること。

3 臨時健康診断等



平成23年 12月 16日付け福島労基発第 2341号に基づき、定期健康診断及び電離員Ijに基

づく健康診断を確実に実施するとともに、作業開始前の労働者の体調確認、持病等を有する

者に対する医師又は保健師による保健指導等を行い、労働者の健康確保に万全を期すこと。

第4 厚生労働省への報告

1放射線作業の報告

(1)安全衛生統括者は、発電所構内で行われる放射線業務及び各種工事のうち、労働者の

被ばくする実効線量が 1日につき1ミリシーベノレトを超えるおそれのある作業を行う場合に

は、あらかじめ(突発事態に対する対応等、状況を把握しでから 24時間以内に対応する必

要がある作業については、作業終了後に速やかに)、様式第1号により、元方事業者ごとに、

建屋又は施設別に区分けして、工事(作業)件名ごとに「東京電力福島第一原子力発電所

における放射線作業届」を、富岡労働基準監督署長に提出すること。

また、当該作業終了後にあっては、従事した労働者の平均実効線量、最高実効線量及

び総実効線量について、速やかに富岡労働基準監督署に報告(任意様式)すること。

(2) 元方事業者は、安全衛生統括者が提出する作業が、特定高線量作業に該当するものと

判断するものについて、発注者である東京電力の指示に基づき様式第1号の2の「特定高

線量作業として届け出る場合の作業届付票」に当該作業に従事する労働者の名簿を添付

して届け出るものとする。

2 元方事業者による管理状況報告

元方事業者は、発電・所で行う放射線業務及び各種工事のうち、次に示す項目について、平

成 24年1月分より、様式第2号により毎月、当該月分をとりまとめ、翌月 10日までに富岡労働

基準監督署に報告すること。なお、平成 23年 12月分については、廃止前の 0627通知に基

づき、平成 24年 1月 10日までに富岡労働基準監督署へ報告すること。

(1)当該月中に実施中の放射線業務及び各種工事の内容及びその工期

(2) 当該月の末日(当該日)に放射線業務及び各種工事に従事した、①元方事業者の労働

者の数、②関係請負人及びその労働者の数

3 関係通達の改正

平成 23年 10月 14日付け基安発 1014第 3号f電離放射線障害防止規則の一部を改正

する省令の円滑な施行等についてJ(以下rlO14通知」という。)の別添2から別添5を添付のと

おり改正する。

(※)様式1、1の2、2及び日IJ添2から5は(略)
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